
 

項目別－39 

 

Ⅰ－４ 国の中核研究機関としての機能 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

研究所が保有する先端的な施設や設備について研究所外からの利用を促進し、放射線科学研究の中核的機能を担う。 

研究所の保有する施設、設備及び技術を活用し、薬剤や装置の品質検査、並びに放射線等の分析精度及び測定精度についての校

正や保証に貢献する。 

関連分野ごとの国内外の情報ネットワーク構築等の放射線に係る知的基盤を整備するための取り組みを行う。 

国内外の研究者及び技術者等を受け入れ、研究所の特長を活かした人材育成に積極的に取り組む。 

放射線の人体への影響研究に関する専門機関として、法令等により研究所が担うことを求められている放射線や原子力の安全に係

る国の施策や方針に積極的に貢献するとともに、様々な社会的ニーズに適切に対応する。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

A A   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P70-P78 

 

【インプット指標】 

（中期目標期間） H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ 

予算額（百万円） ３１６８ ４３９６    

従事人員数（人）     ― ―    
 

※1：施設運営費を含む。H23年度の予算額は、「Ⅰ．1．3(2)放射線科学研究

への技術支援及び基盤整備」、「Ⅰ．1．1．2(1)PET用プローブの開発及び製

造技術の標準化及び普及のための研究」、「Ⅰ．1．2．3医療被ばく評価研

究」「Ⅱ．1－1．［2］（1）B.緊急被ばく医療研究」及び「Ⅱ．2．[1]施設及び設備

の共用、[2]人材育成、［4］行政のために必要な業務」の予算の合計額の一

部である。平成２４年度は上記に加えて復興特会（「東電福島第一原発事故

に伴う対応」）を加算している。また、表記予算の他に、「全国三次被ばく医療

体制実効性向上調査（H22-23）」及び「地域三次被ばく医療体制実効性向上

調査（H22-23）」等の一部も用いている。 

※2：本業務は本所内で様々な業務に携わっているものが、総合してあたっ

ているため、人数の明記はしていない。 

評価基準 実績 分析・評価 

１．施設及び設備の共用化 

・重粒子線がん治療装置の共同利用を推進

し、共同利用に向けて課題募集し、共同利用

運営委員会、課題採択・評価部会での課題

の採択案作成及び評価の実施を行ったか。

また、研究報告書を作成して全国の関連研

究機関に配布したか。 

 

・静電加速器施設(PASTA & SPICE)、高速中

性子線実験照射システム(NASBEE)の共用を

 
・HIMAC共同利用においては、平成24年度に2回の課題募集を行った。 
・共同利用運営委員会、課題採択・評価部会を開催し、課題の採択案の作
成、評価を実施した。 
・HIMAC共同利用研究の進捗状況や成果をまとめた研究報告書を作成し
て、全国の諸機関、研究者に配布した。 

 

 

 

 下表に示すとおり所内 11課題、所外 11課題に対し共用を行った。同時
に、共同実験施設運営委員会の下に、外部委員のみで構成される静電

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   

 

施設及び設備の共用化について、重粒子線がん治療装

置等の施設の共同利用は順調に実施されている。今後も他

部署との連携を継続し、より効果的な利用を期待する。ま
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推進し、共用に向けて施設運営、課題申請及

び課題採択、並びにマシンタイム決定に関す

る制度・体制を整備したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ラドン実験棟において所内外の研究者に利

用の場を提供し、利用を促進する研究支援を

行ったか。 

 

・国内機関とのアクチニドに対する内部被ばく

研究及び外部被ばくに関する共同研究体制

を整えたか。 

 

 

 

 

 

 

 

２．放射線に係る品質管理と保証 

・薬剤製造の標準化に対する知識の普及を

目的とした教育プログラムを実施したか。 

 

 

 

 

 

・撮像の標準化に向けて、撮像に係る施設認

証を試験的に行ったか。 

加速器施設課題採択部会と内部委員で構成される静電加速器施設マシ
ンタイム部会を設置し、公平で透明性の高い課題採択・マシンタイム配分
の体制整備を実施した。 
 

   PASTA & SPICE NASBEE 

研究課題数 13 課題 

(所内：5／所外：8) 

9課題 

(所内：6／所外：3) 

マシンタイム（時間） 1,672 時間(3月末迄) 1,328 時間(3月末迄) 

稼働率（マシンタイム/

利用可能時間） 

100% 

(1,672(h)/1,672(h)) 

90% 

(1,328(h))/1,544(h)) 

 

 ラドン濃度の高精度制御法を開発し、より安定なラドン標準場を提供し研
究支援を行った。12月末での使用実績は以下の通り。 
平成 23年度  130日 メンテナンスを除く利用率 130/150＝86.6％ 
平成 24年度  187日 メンテナンスを除く利用率 187/200＝93.5％ 
 
・被ばく医療共同研究施設において空調機、給排気設備の老朽化対策工
事を行うとともに、使用されなくなった吸入被ばく用実験機器等の整理を
行い実験スペースの拡充を行った（老朽化対策については再掲）。また、
共同研究契約から利用者の使用前訓練受講までの所内手続きを被ばく
医療共同研究施設運営室にて一元的に行うことができる体制を整えた。
以上の結果、アクチニドを使用する共同研究については、契約を更新し
た 1件、及び新規契約を締結した 4件の計 5件を実施中である。（緊急被
ばく医療研究センター3 件（大学 1、民間企業 2）、放射線防護研究センタ
ー2件（大学 1、民間企業 1）） 

 
 
 
 
・PET薬剤製造及び PET撮像の、標準化並びにその普及のための施設認
証の実現に向けて、平成 24年度は以下の成果を得た。 
 PET薬剤院内製造に関する施設認証の体制を日本核医学会との協力
の下に構築し、2PET 施設に対して実際の施設認証を実施した。 

 所内で PET 薬剤院内製造に関する 4 日間の教育コースを 2 回実施
し、計 16 施設に薬剤製造の品質管理及び保証に関する啓蒙を図っ
た。また、講演等を介した同様の啓蒙活動を、国内の学会で 4 回実
施した。 

 

・PET撮像に関する施設認証の体制を日本核医学会との協力の下に構築
し、2PET施設に対して実際の施設認証を実施した。 

た、HIMAC 共同利用の成果もリポジトリーに掲載し、さらな

る共用の推進を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   

 

放射線に係る品質管理と保証について、研究所ならでは

の活動であり、着実に成果が挙がっている。今後もより積極

的な活動を期待する。 

PET 薬剤製造の標準化・普及について、教育・啓蒙が実
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・ラドンばく露装置において、国際機関のラド

ン標準場の規格検討の情報を参考に、品質

を管理したか。 

 

・その他の放射線照射場について、国家標準

とのトレーサビリティを確保し、品質を担保し

たか。 

 

 

 

・高線量率ガンマ線照射装置（コバルト 60）に

おいて、これまでの空気カーマによる校正に

加え、水吸収線量による校正に着手したか。 

 

 

 

３．放射線に係る知的基盤の整備と充実 

・国の知的基盤整備に係る取り組み方針及

びニーズを踏まえつつ、引き続き知的基盤の

整備、公開及び提供に努めたか。 

 

・放射線防護に係る国内外の情報を適時適

切に国内外に公開し、情報発信に努めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・PET 撮像に関する教育コースを企画し、平成 25 年 4 月の日本核医学会
春季大会で実施する。 
 
 
 
・国際規格案に合致した品質保証（ラドン濃度（100～10000Bq/ｍ３）、安定
性(+/-5％程度)、温度、湿度調整、ほか）を実施している。 

 
 
 
・一次標準機関である産業技術総合研究所において、国家標準として校
正された電離箱線量計を用い、硬 X 線発生装置に装備されているモニタ
線量計を定期的（年 1 回）に校正することにより、国家標準に準じた線量
を提供している。また、線量分布（平坦度）の測定を実施し、照射場の状
況を定期的（年 1 回）に実施し、実験測定時に有意な誤差がないことを確
認することで、継続的な安定した照射場としての環境を確保した。 

 
 
・高線量率ガンマ線照射装置（コバルト 60）では、これまでの放射線治療用 
空気カーマによる校正に加え、水吸収線量による校正を開始した。これに
先立ち、ＩＡＥＡ／ＷＨＯの線量監査プログラムに参加し、放医研の校正場
が国際標準と整合することを確認した。またコバルト 60γ 線密封線源（１
１１ＴＢｑ）の更新に着手した。 

 
 
 
・国の知的基盤整備に係る取組方針及びニーズを踏まえ、下記 2項目を
実施した。 
・全国表層土壌試料について、材料・データの保管維持に努めた。 
・寄託保存近交系マウス 9系統のデータを所外ホームページで公開をし
た。 

 
・原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）報告書日本語
版について、2006年版及び 2008 年版第 1巻の有償頒布を実施した。
2008年版第二巻・2010 年版は国連との翻訳契約締結を完了させた。 
・過去の放医研不定期刊行物を PDF化（248件）し、所外ホームページに
公開し、併せてプレス発表を行った。 
・国内の放射線に関して、過去に放医研が行った実験研究や調査のデー
タを収集した「知のアーカイブ」を取りまとめ、所外ホームページに公開
し、あわせてプレス発表を行った。 
 

 
 

施され効果が期待でき、PET撮像に関しても計画どおりに進

んでいる。 

ラドンばく露装置の品質管理について、ラドン標準場の規

格検討など標準化業務が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   

 

 

 

 

 

 

 

放射線に係る知的基盤の整備と充実について、過去の不

定期刊行物や「知のアーカイブ」を所外ホームページに公開

し、また、データベース及びアーカイブが整備されつつあり、

計画は達成していると判断できる。また、所内の研究現場に

分散している放射線治療データ等については、データベース

を計画どおり運用していると評価できる。より広範な利用を

進めることを期待する。 
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・所内の研究現場に分散している放射線治療

データ、放射線防護及び被ばく医療等のデー

タについて、平成 23 年度に策定したデータベ

ース整備計画に基づき整備を進めるととも

に、他の研究機関との情報共有体制を整備

したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年度に策定したデータベース整備計画に基づき、下記について整
備を行った。 
【データベース整備】 
・「幹細胞を用いた被ばくマウス再生医療研究 DB」は、引続きデータ収集
に努めると共に、Web公開用の基盤ツール選定、デザイン検討を行った。 
・粒子線治療施設の治療に関する情報を収集するための DBの構築に着
手した。 
【情報共有体制整備】 
・「病理画像アーカイブ」では 7540枚の病理標本をバーチャルスライド化
し、内 2744枚について病理診断を実施している。 
・「前立腺がんに対する粒子線治療に関する前向き観察共同研究の為の
他施設間データ共有体制とシステム整備」では、DB・システム構築を完
了させ、所内データ入力作業を開始。群馬大学等他施設からのデータ受
入体制を整えた。 
・「医療被ばくネットワーク情報システム」の構築（フェーズ 1）が完了した。
研究協力施設より約 28000件の匿名化データを受領し、システムに格納
した。現在、所外を含むエンドユーザ向けに画面インターフェース利用評
価を実施している。 
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４．人材育成業務 

・関連業界、受講者等のニーズの変化を踏ま

えた取組を行っているか。 

 

＜年度計画上の記載＞ 

・連携大学院や研究機関にニーズ調査などを

行い、その結果に基づき、所内受け入れ環

境を整え、より多くの連携大学院生や実習

生等の若手研究者を受け入れ、育成に取り

組む。 

・研修生へのアンケートや社会的ニーズに基

づき、研修内容及び実施回数等の見直しを

行い、計画に沿った研修を的確に実施する

とともに、年度途中の要請に応じた臨時の

研修も実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 関連業界への就職率、資格取得割合、修

了後の活動状況等、業務の成果・効果が出

ているか。 

 

 

 

・ 業務の効率化について、教材作成作業等

の効率化、研修施設の有効活用、施設管理

業務の民間委託等の取組を行っているか。 

 

【関連業界、受講者等のニーズの変化を踏まえた取組の状況】 

・院内製造 PET 薬剤の製造基準の教育プログラム等、社会的ニーズの高

まっている講習会を学会とのタイアップにより新設し、定員を超える応募

があった。 

・東京電力福島第一原子力発電所事故以来、受講申込の急増した被ばく

医療関連研修について、開催回数を増やすとともに、実習などの運営方

法を工夫することにより 研修人数を大幅に増やした。また、原発事故対

応の具体例に関する講義を増設し、緊急被ばく医療関係者などの人材育

成を積極的に推進した。 

・原発事故以来、自治体職員向けに、リスクコミュニケーション、放射線基

礎などの研修を新設し、住民対応における質の向上に貢献した。 

・全研修会において受講生に対するアンケートを実施、結果を講師にフィ

ードバックして、講義内容・実習内容を改善し、研修の質的充実を図って

いる。デモンストレーション、実習など知識が身につくとして好評な授業を

増やしつつある。 

・連携大学院制度に基づき研究所に受け入れている学生を対象としてアン

ケート調査を実施した。その結果、研究所の受入環境等、受入現況に対

する評価は良好であった。なお、受入の仕組みに対するニーズ等（例：連

携大学院生と実習生の処遇、報告書フォーマット 等）については、必要

に応じて個別の事情に配慮しつつ対応することとしている。 

・なお平成 24年度は、20名（前年度実績：16名）の連携大学院生を受入、

育成に取り組んだ。 

・新たに2大学3学科と連携大学院協定等を締結した結果、連携大学院は

合計 20大学 28学科となった。 

 

【業務の成果・効果】 

・本所における研修は、社会人向けのものが主体であるため該当しない。 

・また連携大学院生や実習生については、研究協力として受け入れる制度

であり、資格取得、進学・就職を目的とした制度ではないため該当しな

い。 

 

【業務の効率化についての取組状況】・研修の増加及び所内会議室予約

システムへの教室公開により、研修施設は有効に活用されている。 

・研究基盤センター（情報基盤システム課）の協力を得てWebサイトによる

評定： 

S 

H23 H24 H25 H26 

S S   

 

人材育成・教育について、定常研修に加えて、特別研修

及び被災地復興支援の研修を実施し、研修回数や受講者数

も増加させるなど研究所の特色を生かしたプログラムを積極

的に展開している。特に、予定を上回る応募者に対応してい

ることは評価できる。新研修棟を今後も積極的に利用し、よ

りニーズに合った研修を計画し人材養成を行うことを期待す

る。 

なお、研修に従事する専任者がおらず、本務に支障が出

る懸念がある。 
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・ 受益者負担の妥当性・合理性があるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講申し込みを開始し、また受講生管理システムと連動させることにより

業務を省力化し、受講生数の大幅増に対応した。 

 

【受益者負担の妥当性・合理性】 

公共機関への半日の講演・所内見学など特段の費用を発生しないもの、
初中等教育における理科教育への協力及び福島復興に関係するものは
無料。それ以外は、必要経費(教材費など)に見合う平均的費用を徴収して
いる。 
 
 

【定常研修】 

研  修  課  程  名 
実施 

回数 

研修 

日数 
定員 

応募 

者数 

選考 

者数 

受講 

者数 

放射線看護課程 5 5 日間 150 244 181 176 

放射線防護課程 

1 5 日間 12 16 12 12 

1 10 日間 12 15 12 12 

医学物理コース 

1 5 日間 15 19 19 19 

1 9 日間 15 19 15 15 

ＮＩＲＳ放射線事故初動セミナー 1 4 日間 20 26 23 23 

ＮＩＲＳ被ばく医療セミナー（定員

増） 
1 3 日間 30 60 41 41 

画像診断セミナー 1 2 日間 15 24 15 15 

院内製造 PET薬剤の製造基準 

の教育プログラム（新設） 
2 4 日間 20 26 21 21 

NIRS seminar on radiation 

emergency medicine, Asia 2013 
1 3 日間 15 12 - 12 

予定されていた研修合計 15  304 461 339 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別研修】(委託、依頼によるもの) 

研  修  課  程  名 
実施 

回数 

研修 

日数 
定 員 

応募 

者数 

選考 

者数 

受講 

者数 

海上原子力防災研修 1 3 日間 - - - 26 

放射線影響・防護基礎課程 2 5 日間 40 44 36 36 

放射線影響・防護応用課程 1 10 日間 20 26 24 23 

緊急被ばく医療指導者育成研修 1 3 日間 20 25 20 20 

放射線とリスクコミュニケーション 1 3 日間 20 - - 19 

放射線生物へのイザナイ 1 3 日間 20 28 28 27 

川崎市立川中島中学校 SPP 事業

協力 
1 3 日間 12 - - 12 

東京消防庁研修 1 1 日間 - - - 66 

千葉市教員研修モデルカリキュラ

ム開発プロジェクト小学校教諭 
1 0.5 日間    12 

千葉市教員研修モデルカリキュラ

ム開発プロジェクト中学校教諭 
1 0.5 日間    11 

千葉市未来の科学者育成プログラ

ム 
1 0.5 日間    25 

通常の臨時・随時の研修合計 12  132 123 108 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福島対応】 

研  修  課  程  名 
実施 

回数 

研修 

日数 
募集数 

応募 

者数 

選考 

者数 

受講 

者数 

 放射線医学セミナー（福島県高

校生。依頼による新設） 
2 1 日間 - - - 124 

 自治体職員向け研修（新設） 1 2 日間 20 37 30 30 

 ＮＩＲＳ放射線事故初動セミナー

(追加、講習期間増) 
1 4 日間 20 28 23 22 

 ＮＩＲＳ被ばく医療セミナー(追加、

定員増) 
2 3 日間 60 74 74 68 

 教員向け放射線基礎講座 1 2 日間 20 10 9 9 

 保健医療関係者、教育関係者等

に対する放射線の健康影響等に

関する研修（新設） 

3 3 日間 60 74 73 72 

 染色体セミナー（新設） 2 
1＆2 日

間 
   28 

 WBCセミナー（新設） 1 2 日間 20 14 14 14 

 原発事故対応のための研修合

計 
13  200 237 223 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－47 

・日本学術振興会等の各種制度を活用し、ア

ジアをはじめとする諸外国からの研修生を

長期間受け入れたか。 

 日本学術振興会特別研究員-3名（H23 年から継続）を受け入れた。 
 日中医学協会‐1 名（H23 年 9月-H24 年 8月まで）を受け入れた 
 その他 6 ヶ月以上の滞在 4名（実習生）を受け入れている。 
・これらのうちアジアからの受入は 7 名である。 

 

・重粒子線がん治療に係わる将来の医療関

係者の実務訓練（OJT）を実施したか。特に

医学物理士を目指す理工学系出身者につ

いて積極的に受け入れたか（再掲、(４)重粒

子線がん治療の国際競争力強化のための

研究開発を参照）。 

 
 医学物理士を目指す理工学系出身者 3名（うち 1名は外国籍）を育成中
である。（再掲） 
 国外の医学物理士、理工学博士号取得者を対象とした研修を実施し、5
名を受入れた。（再掲） 
 国外の大学より大学院生 1 名を受け入れた。（再掲） 
 他機関と協力し開催した短期研修コースに国外の 26名を受入れた。（再
掲） 

５．国の政策や方針、社会的ニーズへの対応 

 

・研究活動の成果を用いて安全規制、防災対

策及び東日本大震災の復旧・復興に貢献し

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国や自治体等の委員等として、各種会議に出席し、安全規制等を検討し

た。 

－文部科学省科学技術・学術政策局 技術参与 

－文部科学省科学技術・学術政策局 放射線審議会委員 

－環境省総合環境政策局 原子力被災者等の健康不安に関する有識

者懇談会メンバー 

－厚生労働省医薬食品局 薬事・食品衛生審議会臨時委員 

－厚生労働省労働基準局 除染作業等に従事する労働者の放射線障

害防止に関する専門家検討会委員 

－原子力規制委員会「原子力災害事前対策等に関する検討チーム」 

－原子力規制委員会｢緊急被ばく医療に関する検討チーム｣ 

－原子力安全保安院 オフサイトセンターの在り方に関する意見聴取会

委員 

－原子力安全保安院委託「原子力災害時のコミュニケーションに係わる

分析調査」委員 

－内閣府原子力安全委員会 専門委員 

－総務省消防庁 消防・救助技術の高度化等検討会委員 

－自治体委員（青森県、富山県、静岡県、福島県、新潟県、岩手県、島

根県、千葉県、千葉市） 

－自治体アドバイザー（福島県、静岡県、長野県、神奈川県、北茨城

市） 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

S A   

 

国の政策や方針、社会的ニーズへの対応には、多大な貢

献をした。 

電話相談は大変な労力と考えるが、より専門的な観点か

ら対応しており、今後も継続を期待する。 

時間経過に伴う問題のフェーズの変化に、限られた状況

で良く対応し、その対応も組織的に行われている。今後、機

器開発の面での進展が期待される。 

ただし、福島県「県民健康管理調査」における県民の外部

被ばく線量推計値の一部に算出の誤りがあったことは影響

が大きく、真摯に受け止め、今後繰り返さないよう対応すべ

きである。 

 

 

 



 

項目別－48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 電話相談、講演、普及活動等 

－電話相談は心理カウンセラーを含めた相談体制を構築し、より細や

かな対応を可能とした。 

－東日本大震災直後から継続して実施している放射線被ばくの健康相

談窓口（一般相談電話）について、平成 24年 4月 1日以降 1,100件

を超える電話相談に対応した。 

－放射線のリスクコミュニケーションに用いられる様々な資料(図版ハン

ドブック、知のアーカイブなど)を作成するとともに、これまでに発行し

た一般図書「低線量放射線と健康影響」についても東電福島第一原

発事故に関する情報を加え、ＩＣＲＰ、ＵＮＳＣＥＡＲの最新版の情報に

基づいて改訂した。新聞報道に関する分析も行った。（再掲） 

－緊急被ばく医療ダイヤル（7 件）、また自治体、医療機関等からの質

問等に回答した。また、講演会等に講師を派遣した（47 件）。国等の

委員会（37件）に参加し、助言、検討を行った。（再掲） 

－東京電力福島第一原子力発電所事故後に作成した Q＆A（「放射線

被ばくに関する Q＆A」）について、4 月より、検索しやすくなるよう質

問を内容別に分類した。さらに 9月には、以前からホームページに掲

載していた重粒子線治療や緊急被ばく医療に関する Q＆A のページ

と統合した。（再掲） 

－講演会への講師派遣については、地方公共団体や学会を中心に依

頼があり、これまでに 209件（23年度：467 件）の講演会に講師を派

遣した。(平成 25年 3月 31日現在）（再掲） 

－千葉県からの依頼により、放射線に関する一般市民向け講習会を県

と共催で 10回開催した。（再掲） 

－３月に文部科学省主催の東日本大震災復興支援イベントに参加し

た。（再掲） 

 

・その他福島復旧復興への貢献 

―被ばく医療共同研究施設の定期点検及び老朽化設備の改修並びに廃

棄物処理設備焼却炉等の老朽化対策を行った。 

―東京電力福島第一原子力発電所の復旧作業時の汚染検出に役立てる

ために、シンチレーターと微弱光検出部を組み合わせた傷モニタの開

発、特性試験を行うとともに、廃炉処理作業時に想定される、高線量率

（～1000ｍＳｖ/ｈ）環境での未知γ線核種分析をリアルタイムで実施出来

る常温型高分解能スペクトロメータを開発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・健康診断等を通じて、引き続き、トロトラスト

沈着症例に関する実態調査及びビキニ被災

者に対して定期的に追跡調査を行ったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―福島県内の住民の WBC 測定の校正、測定にあたる技術者育成、万が

一の作業者内部被ばく測定を目的として、立位型 WBC1 台を導入する

（平成 25年 3月）とともに、ANSI規格の BOMAB ファントム 4体（成人男

性（Cs137及び 3核種混合）、10歳児（Cs137）、4歳児（Cs137））の整備を

した。 

―除染作業の効率化（除染前後のホットスポットの有無の迅速な確認）、 

帰宅住民の安全・安心確保（居住地域道路沿いのホットスポットの有無 

の定期的確認）のためのモバイルポストを民間企業と共同で開発し、試

作機を完成させた。半径 30ｍの範囲を 60秒で探査する能力を確認した。

3月 21日、成果をプレス発表、ＮＨＫ、民法各社が放映し、読売新聞など

が記事を掲載した。3月 27日、原子力学会春の大会で成果を発表した。

１年の短期間で予定通り計画を完遂した。 

 

（福島原発事故関連の関係省庁からの依頼による診断） 

・厚生労働省からの依頼により、問診及び WBCによる測定（3名）を実施し

た。（7月） 

 

（放射線事故等に由来する健康診断） 

・トロトラスト沈着症は受診希望者がいなかった。 

・ビキニ被災者の健康診断を、焼津市民病院の協力を得て、医師 1名を派

遣、希望者 5名に対して実施した（平成 25年 1月 30、31日）。 

 

【平成 24年度業務実績評価の具体的取組について（平成 25年 5月 20日

総務省政独委）】 

【二次評価において重点的にチェックする事項】  

具体的な観点 

- 標準処理期間の設定、処理日数の縮減、手続の電子化等、利用者の利

便性向上に向けた取組を行っているか。 

- 業務の効率化について、検査マニュアルの見直し、関係機関との連携、

定型的検査の民間委託等の取組を行っているか。 

- 受益者負担の妥当性・合理性があるか。 

 

・ここでの診断は緊急時、必要時において行われる業務の一環であるため

上記の評価項目には該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－50 

・原子力防災業務及び国内の被ばく医療体

制強化に向けた支援業務（人材育成、自治体

防護訓練への参加・指導等）を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究所が行う東日本大震災復旧・復興事業

として、住民や作業員等の放射線に対する不

安軽減に貢献するために、以下の事業等に

取り組んだか。また、必要に応じ、新たな事業

の実施にも柔軟に対応したか。 

 

 （取り組むべき事業） 

―被ばくによる健康影響調査への支援と

その低減化に向けた取り組み 

 

―東日本大震災の復旧・復興に係わる医

療従事者等に対する人材育成 

 

―東日本大震災の復旧・復興事業に基づ

く施設・設備の整備 

 

 

 

 

・地域原子力防災訓練に緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）を派遣した

（北海道 10月、静岡平成 25年２月）。（再掲） 

・各自治体、医療機関等が行う研修、訓練に REMATや専門家を派遣した

（八戸市立市民病院、長浜赤十字病院、高島市民病院、滋賀DMAT,千葉

DMAT、災害医療センター、自衛隊）。（再掲） 

・EPZ (緊急時計画区域)から UPZ（緊急時防護措置準備区域）の変更に伴

う原子力防災対応地域の拡大に伴う受講応募の増大に対応して受け入

れ人数の大幅増を実現し、また若手育成などの様々な研修を人材育成

室とともに開催した。(再掲) 

  －NIRS 被ばく医療セミナー（１回） 

－NIRS 初動セミナー（１回） 

－海上原子力防災（1回） 

－東京消防庁研修会（1回） 

－緊急被ばく医療指導者育成研修（1回） 

 

 

 復興特別会計での研究開発・人材育成については「特記事項」に実績

は記載  （特記事項の項参照） 

 

 東日本大震災復旧・復興事業に関して組織的対応を行うため、平成 24

年 5月に、福島復興支援本部（本部長：研究担当理事）を組織した。 

 

 国、関係省庁からの要望への対応として 

・平成 23年度に引き続き、国（外務省、農水省、環境省、経産省など）の行

政における原発事故対応における問題点に関する問い合わせに対応し

た。 

・東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故

調）の最終報告書を上梓した。 

 「東京電力福島第一原子力発電所事故の初期段階における内部被ばく

の線量再構築に向けた国際シンポジウム」を 2回開催（7月、平成 25年 1

月）し、関連情報の発信を行った（環境省委託事業）。（再掲） 

・人材育成（環境省）（再掲） 

―保健医療関係者、教育関係者等に対する放射線の健康影響等に関す

る研修 

―WBCセミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－51 

・統一的な基礎資料の作成（環境省） 

原子力被災者等の健康不安対策に関するアクションプランに関連し

た、放射線による健康影響等に関する国の統一的な基礎資料の作成

に関する委託事業に従事した。 

 

 地方自治体からの要望への対応として 

・平成２３年度に引き続き、地方自治体（東京都、千葉県、その他市町村な

ど）の行政における原発事故対応における問題点に関する問い合わせに

対応した。 

 

①ホールボディカウンター（WBC）の校正等（再掲） 

・福島県福島市、郡山市等 13 カ所、及び広島大学おいて WBC の校正を

実施した。（6月～2月） 

・鹿児島県の放医研での WBC測定方法等に関する実地調査に対応した。

（6月） 

 

②福島県立医大への協力 

・「ふくしま国際医療研究センター」の基本構想策定に協力した。 

・同センターにおける「先端臨床研究センター」の施設の基本設計に協力し

た。 

・住民線量評価 

福島県「県民健康管理調査」の一部である外部被ばく線量評価における

線量推定の計算を継続して行い、県立医科大学に結果を返した。 

 

③人材育成（再掲） 

・放射線医学セミナー（福島県委託）(104人+引率 20、8月 7 日、22日) 

・千葉市未来の科学者育成プログラム（千葉市委託）(21人+引率 4、10月

20日) 

・千葉市教員研修モデルカリキュラム開発プロジェクト小学校教諭、 

・千葉市教員研修モデルカリキュラム開発プロジェクト中学校教諭 

 

 東日本大震災の復旧・復興事業に基づく施設・設備の整備 

・施設整備補助金にて建設の決まっている環境動態研究棟（仮称）のフロ

アープランを決定した。 

・建設業者が決定し、契約締結した。 



 

項目別－52 

 

 

S評定の根拠（A評定との違い） 

 

Ⅰ－４国の中核研究機関としての機能  ４．人材育成業務 

【定量的根拠】 

・放射線防護課程、NIRＳ放射線事故初動セミナー及び NIRＳ被ばく医療セミナー等の定常研修を８課程１５回実施し、定員３０４名に対し３４６名の受講者数があった（平成２３年度は２６

６名） 

・海上原子力防災研修等の委託、依頼による特別研修を１１課程１２回実施し、２７７名の受講者数があった（平成２３年度は１３９名）。 

・福島原発事故関連対応の研修を８課程１３回実施し、３６７名の受講者があった（平成２３年度は２６４名）。 

以上のように研修回数及び受講者数も増加させるなど研究所の特色を活かし、社会的なニーズに応えたことから「S」評定とした。 

 

 

【定性的根拠】 

・院内製造 PET 薬剤の製造基準の教育プログラム等、社会的ニーズの高まっている講習会を学会とのタイアップにより新設し、定員を超える応募があった。 

・東京電力福島第一原子力発電所事故以来、受講申込の急増した被ばく医療関連研修について、開催回数を増やすとともに、実習などの運営方法を工夫することにより 研修人数を大

幅に増やした。また、原発事故対応の具体例に関する講義を増設し、緊急被ばく医療関係者などの人材育成を積極的に推進した。 

・原発事故以来、自治体職員向けに、リスクコミュニケーション、放射線基礎などの研修を新設し、住民対応における質の向上に貢献した。 

・全研修会において受講生に対するアンケートを実施、結果を講師にフィードバックして、講義内容・実習内容を改善し、研修の質的充実を図っている。デモンストレーション、実習など知識

が身につくとして好評な授業を増やしつつある。 

・業務の効率化について、研究基盤センター（情報基盤システム課）の協力を得てWebサイトによる受講申し込みを開始し、また受講生管理システムと連動させることにより業務を省力化

し、受講生数の大幅増に対応した。 

 

上記のように人材育成・教育について、重要性を良く認識しており、受講者のニーズの変化を踏まえた取組を工夫しながら、社会的にも必要性の高い活動に尽力していることを高く評価し
「A」評定を上回る「S」評定とした。 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－53 

Ⅱ－１ マネジメントの強化 【評定】 

A 
 

Ⅱ－１－１ 柔軟かつ効率的な組織の運営 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

トップダウン型の機動的な研究費の配分、職員の適材適所の配置、研究の進展に的確に対応する研究環境の整備等、柔軟な組織

運営を行う。 
H２３ H２４ H２５ H２６ 

A A   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P90-P91 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【法人の長のマネジメント】 

（リーダーシップを発揮できる環境整備） 

・ 法人の長がリーダーシップを発揮できる環

境は整備され、実質的に機能しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リーダーシップを発揮できる環境の整備状況と機能状況】 

・研究所の意思決定機能である理事会議をはじめ、リスク管理会議、組

織・人事委員会、内部評価委員会等、特に重要な事案を決定する会議

では、理事長が委員長又は議長を務め、リーダーシップが発揮できる体

制を整備している。 

・予算配分について、「平成 24 年度実施予算編成方針」を理事長決定とし

て定め、厳しい経済状況の中、経営状況に応じて重要事項を決定した。 

・任期制職員の給与体系、年俸制について、優秀な人材確保等の観点か

ら見直しを行った。 

・今後中長期的に対応が必要となる東京電力福島第一原子力発電所事故

に伴う復興支援に継続に取り組むため、福島復興支援本部（平成 24 年

5 月）を組織した。また従来、体制を整備していた「緊急被ばく医療支援

チーム（REMAT）」について、緊急被ばく医療対応を強化するため、常

設組織として整備した（平成 25年 3月）。 

・中期計画の進捗状況や予算の執行状況を考慮し、適宜施設の老朽化対

策等への対応を行い研究計画の進捗の加速を図った。 

・理事長裁量経費執行方針を定め、以下の事業について重点的に資金を

投入した。 

 平成 24 年度より、新たな研究分野の創出及び新たな研究シーズとな

り得る研究に対する支援を行い、その積極的な推進を図るため、創成

的研究枠を設け、所内公募を実施し、厳正な審査の末、2 課題を採択

した。 

 平成 23 年度に引き続き、新たな研究シーズとなり得る研究を積極的

に推進するため、萌芽的研究についても所内公募を実施し、16 課題

 

理事長のリーダーシップのもと、法人の組織運営が行わ

れており、目標(計画)は十分に達成されていると判断でき

る。短期的・長期的な取組だけでなく、福島復興支援を大き

な課題としてとらえ、リーダーシップが発揮されている。福島

への対応も、地域のニーズに対応している。トップからの指

示が情報共有できる体制が整備されている点は高く評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

S A   



 

項目別－54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人のミッションの役職員への周知徹底） 

・ 法人の長は、組織にとって重要な情報等に

ついて適時的確に把握するとともに、法人

のミッション等を役職員に周知徹底してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

を採択した。 

 理事長のリーダーシップの下、特に必要と認めて指定するトップダウ

ン型の研究開発や業務を戦略的事業（指定型）として定め、5 課題に

ついて資金を投入した。 

 研究所職員の資質及び能力の向上を図り、国際競争力を高めるた

め、職員 3 名について、海外研修員派遣制度による研修員とし、短期

派遣を行うことを決定した。 

・各センター内の予算活用の効率を高めるため、センター長の裁量により

予算を調整できる方針を、平成 23 年度に引き続き実施した。 

 

【組織にとって重要な情報等についての把握状況】 

・理事会議（月 2 回程度）、運営連絡会議（月 2 回程度）及び各種委員会

（随時開催）等にて、重要情報を把握している。理事会議では、毎月各セ

ンターからの報告を受け、懸案事項について組織横断的な議論を行っ

ている。また理事会議において、各センター長から重要事項等の報告を

受けていたが、平成 24 年度より、企画部、総務部からも同様に報告を

求め、重要事項等の共有・把握をより強化した。 

 

・理事長、研究担当理事、総務担当理事、企画部長、総務部長、経営企画

主幹、企画課長参加のもと、日常的に開催しているミーティング（原則毎

朝）にて、迅速に重要情報を把握している。 

 

【役職員に対するミッションの周知状況及びミッションを役職員により深く浸

透させる取組状況＊】 

・理事長と役職員がコミュニケーションをとる機会とするべく、勤務時間終

了後に理事長懇談会を開催した。またより幅広い役職員と交流をとるべ

く、新規採用者の初任者研修や研究発表会など、所内の他イベントと合

同で開催するなど、機会を増やした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝会や理事長懇談会などの機会を用い、経営陣及び職員

に研究所のミッションを浸透させることや、更に研究所の今

後の役割や在り方についても全体での議論を働きかけてい

る点は高く評価できる。一般職員に対する情報の共有につ

いては、更なる工夫を期待する。 

 

 



 

項目別－55 

（組織全体で取り組むべき重要な課題（リス

ク）の把握・対応等） 

・ 法人の長は、法人の規模や業種等の特性

を考慮した上で、法人のミッション達成を阻害

する課題（リスク）のうち、組織全体として取り

組むべき重要なリスクの把握・対応を行って

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク＊1）の把握＊2状況】 

・研究所の活動に関連する潜在的なリスク全般について対応するリスク管

理会議（議長：理事長）にて、労働安全以外のリスクについて点数付けを

行い、平成 23 年度に行った労働安全のリスクと合わせて全てのリスクの

点数付けが終了した。 

・上記リスク把握において、まず、放医研の社会的責任、ミッションから求

められるものとして地震等の自然災害対応が最重要であると位置付け、

組織全体で最優先で取り組むこととした。 

 

【組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）に対する対応＊状況】 

・最重要リスクとした地震等の自然災害対応について、まず震度 6 弱を想

定し、予想される問題及び対応策について検討することを決定した。これ

をモデルケースとして、他のリスクについても重要度の高いものを優先

し、対応していくことを決定した。 

・昨年度把握したリスクとして、施設・設備の老朽化対策に関し、今後 6 年

間（平成 24 年度～29 年度）の設備機器改修年次計画を策定したが、24

年度は計画に従い、「万一の地震等におけるエレベータ内閉じ込めに即

応するため、エレベータインターホンの集合化」等を実施した。 

・放医研では放射性同位元素、放射線発生装置の使用等及び核燃料物

質の使用等（政令第 41 条該当施設）を行っていることから、放射線障害

防止法や原子炉等規制法等を遵守することが課せられており、これらの

法令に基づき、放射線障害予防規程や核燃料物質使用施設保安規定

等、所内規程を設けている。これらに従い放射線障害の防止に必要な施

設、設備等（遮へい、閉じ込め等に必要な施設、設備や放射線測定器

等）について点検を行い、維持管理を行うとともに、異常時には、これらの

規定等に基づき、異常事態の解消等の措置を講じることとしている。な

お、放射線管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し

ては、必要な教育及び訓練を実施している。 

･当研究所には、HIMAC をはじめとする放射線発生装置及びそれに付随

する施設があり、これら施設の適切な管理は極めて重要な事柄であると

認識している。これらの装置・施設に関しては、年間の整備、保守計画を

立てて、 週例点検や定期点検などを通じ、その健全性をチェックしてい

る。更に、その装置を熟知した研究者、技術者が運転及び管理業務に当

たり、役務の運転要員を常時配置し、装置の状況を監視している。 

 

リスク管理について、縦、横の情報共有及び組織ごとの役

割の明確化、効率化に目を配り、理事長が良くマネジメント

に工夫・努力している。また、リスク管理会議においてリスク

の洗い出しに努め、リスクの識別対応が適切に行われ、必

要に応じて点検及び見直しを行い、リスクに適切に対応して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ その際、中期目標・計画の未達成項目（業

務）についての未達成要因の把握・分析・対

応等に着目しているか。 

（上記に関しての参考対応事例） 

平成 25年度に生じた J-PARCでの放射性物質の漏えい事故後、直ちに、

当所において同様の事故が発生する可能性についての検討を指示。その

結果、当所では装置の性能が異なることや、インターロックにより運転が停

止することから、同様の事故が生じる可能性が少ないこと、また、放射線

発生装置を用いて放射性同位元素を製造するような施設については、放

射線障害防止法に基づき、必要な排気設備（排気ファン及びフィルタ）を設

置し、法令で定める濃度限度以下とするとともに、排気中の放射能濃度を

測定・監視していることを確認した。今後 J-PARCの検証結果を踏まえ、必

要に応じて対策を講じていく方針を決めた。 

 

 

 

【未達成項目（業務）についての未達成要因の把握・分析・対応状況】 

・平成 23 年度より、内部評価体制を一新し、内部評価と外部評価を明確

化した。外部評価について、業務運営部門では、毎年度業務運営評価部

会を設け外部委員による評価を受けることとし、中期計画課題の未達成

業務について、要因の把握や対応等に関する指摘を受けることとした。

研究開発部門では、中期計画 3年目（中間評価）及び 5年目（事後評価、

事前評価）に研究評価部会を設け、中期計画に対する研究課題の評価

を行うものとした。研究評価部会が開催されない年度においては、内部評

価委員会（委員長：理事長）が実績評価を行うこととし、研究業務の進捗

状況等を把握し、適切に指示を行った。 

・理事会議において毎月各センターから報告される懸案事項等について、

未達成事項が発生した場合は、速やかに関係部署に分析、対応等を指

示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標・計画の未達成項目（業務）については、毎年度

業務運営評価部会を設け外部委員による評価を受けてお

り、さらに毎月各センターから報告される懸案事項等につい

て、未達成事項が発生した場合は、速やかに関係部署に分

析、対応等を指示していることを確認した。 

（内部統制の現状把握・課題対応計画の作

成） 

・ 法人の長は、内部統制の現状を的確に把

握した上で、リスクを洗い出し、その対応計

画を作成・実行しているか。 

【内部統制のリスクの把握状況】 

【内部統制のリスクが有る場合、その対応計画の作成・実行状況】 

・総務省が設置した「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究

会」が平成 22 年 3 月に取りまとめた「独立行政法人における内部統制と

評価について」を参考に、本中期計画に向けての対応を検討した際に策

定した内部統制の考え方を基に、その後の動向を考慮し、理事長が定め

た「基本理念と行動規範」（平成 21 年 3 月 5 日）を軸とした内部統制ポリ

シーを平成 24年 3月に作成し、引き続き実行している。 

 

研究所のミッションをよく考え国内状況の変化に対応させ

た取組が理事長のリーダーシップのもとに行われてきた。 

REMAT の体制強化や自治体等からの問合せに対応するな

ど、社会の要請に応える活動の展開及び組織形態の変更に

迅速に対応している。 

 

 



 

項目別－57 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

・事業の実施状況を踏まえ、必要な場合には

組織を見直したか。特に、研究所が行う東

日本大震災復旧・復興事業に関して適切

な組織の編成を行い、事業に取り組んだ

か。 

・理事長のリーダーシップのもと、必要に応じ

トップダウン型の戦略的事業（指定型）など

に機動的な資源配分を行ったか。 

・研究業務等の進捗に応じ、センター長裁量

のもと、効率的かつ効果的に予算などを配

分し、最大の研究成果が得られる仕組みを

維持したか。 

 

・東日本大震災復旧・復興事業に適切に対応するため、5 月 1日付けで福

島復興支援本部を設置し事業に取り組んだ。また、緊急被ばく医療体制

を見直し、3 月 1日付けで REMAT（緊急被ばく医療支援チーム）を独立

した組織に改正した。 

・理事長の下に「独法制度改革対応準備室」を設け（11 月）、昨今の独立

行政法人改革への対応を強化した。 

・平成 24年理事長裁量経費執行方針に則り、平成 24年度 4課題及び平

成 23 年度の継続案件 1 課題を戦略的事業（指定型）と定め、資金配分

を行った。 

・各センター内の予算活用の効率を高めるため、センター長の裁量により

予算を調整できる方針を、平成 23 年度に引き続き実施した。 

 

 

【独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針（平成 22 年 12月 7 日閣議決定）】 

【事務・事業の見直し】 

 研究プロジェクトの重点化 

  研究プロジェクトについて、優先度を踏ま

えた上で整理統合を行い、重点化したか。特

に、分子イメージング研究については、理化

学研究所との間で整理統合の検討を進めた

か。 

・研究プロジェクトの重点化については、平成 23 年度より開始した第 3 期

中期計画への移行に際し、基礎的研究として一定の成果を得た「放射線

治療に資する生体影響研究」を廃止し、226,394千円を削減。一方で、臨

床応用を指向した「重粒子線を用いたがん治療研究」への重点化を行っ

た。分子イメージング研究については、理研との整理・統合に向け平成

22年 12月以降、有識者、文科省、放医研及び理研の関係者にて検討を

進めてきたところ、放医研においては、平成 25 年度以降、疾患状態を把

握するために不可欠な画像診断技術開発に特化することとした。これに

先行して、平成 23 年度より開始した第３期中期計画において、画像診断

技術の開発・実用化に向けた研究体制を構築し、既に 36,694 千円を削

減したところ。さらに、平成 23年度限りで、理研が優位性を有する一部の

研究領域（化合物合成反応に関する基礎研究）は廃止し、10,000 千円程

度を削減。 

・なお、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、放射線の影響を

低減化するための実証研究や緊急被ばく医療の充実に向けた研究体制

整備等について重点化を検討し、平成 24 年度より東電福島第一原発周

辺住民における長期被ばくの影響とその低減化に関する研究や原発事

故に伴う復旧作業員等の健康影響に関する追跡調査等を実施している

ところ。これに伴い、中長期的な対応が必要となる東電福島原発事故へ

の復興支援に継続的に取り組むため、5 月より福島復興支援本部を組織

した。また、緊急被ばく医療体制を見直し、平成 25 年 3 月より、REMAT

（緊急被ばく医療支援チーム）を独立した組織に改めた。 

分子イメージング研究については、研究費の効率化の観

点から、関連する機関との間で、研究テーマを精選すること

が必要な面はあるが、一方でお互いに成果を共有し、新たな

テーマが設定できるよう、コミュニケーションを密にすることを

期待する。 

またREMATなどの業務と研究活動でのバランスがとれた

対応を期待する。 

 

 

 



 

項目別－58 

 

Ⅱ－１ マネジメントの強化 
【評定】 

A 
 

Ⅱ－１－２ 内部統制の充実 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

理事長が定めた「基本理念と行動規範」（平成 21年 3月 5日）を軸に統制環境を充実させ、規程及びマニュアル類の整備や ICT（情

報通信技術）の利用により、法人の意思決定やその執行に係る重要な情報の確実な伝達と共有を図る。その上で、監事監査や内部

監査等のモニタリングを通じて、内部統制の機能状況を点検し、必要な措置を講じる。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 22年 11月 26日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

５．内部統制の充実・強化 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の独立行政法人における内部統制と評価に関する研

究会が本年３月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）及び、今後、総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から独立行政法人の業務実績に関する評価の結果等の意見等として各府省独立行政法人評価委員会に通知

する事項を参考にするものとする。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ A   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P92-P93 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・平成 23年度に策定した内部統制ポリシーを

所内に周知し、リスクの評価、対応を進め

るとともに、理事長の命令・指示が適切に

実行される統制活動を進めたか。 

・内部統制ポリシーを所内ホームページで周知するとともに、管理職に再

認識すべく管理職研修(2月)の中でも説明した。 

・理事長の命令・指示を、各種委員会、職員との意見交換の場等の中で周

知することや、規程類の改正等を通じ、適切に実行している。 

（リスクについては「Ⅱ.3 リスク管理」参照） 

 

「内部統制が有効に機能していることを継続的に評価す

る」との内部統制ポリシーの考えの下、内部統制は、形式、

実質ともに整備され、また、内部監査等も適切に実施されて

おり、計画は達成されていると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   
・監事監査や内部監査等のモニタリングを通

じて、内部統制ポリシーを踏まえた内部統

制の機能状況を点検し、必要な措置を講じ

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「内部統制が有効に機能していることを継続的に評価する」との内部統制

ポリシーの考えの下、個人情報管理、競争的外部資金研究、契約、情

報セキュリティ等について内部監査を実施した。 

・これらの監査で特段の是正措置が必要と認められる系統的かつ明確な

問題はなかった。職員のコンプライアンス意識の認識及び所全体のコン

プライアンス向上を目的としてアンケート調査を行った（12月～1月）。結

果を踏まえた対応は 25年度に行う予定。 

・平成 23年度業務実績、平成 23年度財務諸表及び決算報告書、内部統

制等の業務状況等について監事監査を受けた。 

 指摘された事項については、対応策を検討し、優先順位を定めて実施

し、その後の監事監査の際に説明している。 

 

 

 



 

項目別－59 

【監事監査】 

・ 監事監査において、法人の長のマネジメン

トについて留意しているか。 

 

・ 監事監査において把握した改善点等につ

いて、必要に応じ、法人の長、関係役員に

対し報告しているか。その改善事項に対す

るその後の対応状況は適切か。 

【監事監査における法人の長のマネジメントに関する監査状況】 

・独立行政法人通則法、監事監査規程、監事監査実施細則等に基づき、

毎年度監事監査実施計画を定めて計画的に監事監査を実施している。 

・平成 24年度は、法人の長のマネジメントに留意しつつ、「平成 24年度監

事監査実施計画」に基づき、関係部署からヒアリングを行う等により、以

下の定期監事監査を実施した。 

  ① 5月：平成 23年度業務実績 

  ② 6月：平成 23年度財務諸表及び決算報告書 

  ③ 9月：各研究センターにおける内部統制等の業務状況 

④10月：平成 24 年度上期の業務進捗状況等 

⑤ 2月：文書管理に係る諸規程の実施、個人情報管理、情報公開等 

の状況、リスク管理会議の活動状況 

・監査結果と意見については、報告書としてとりまとめ、理事長に報告しマ

ネジメントの参考に供するとともに、自律的な改善活動が図られるよう、

所内関係部署に通知した。 

・理事会議、運営連絡会議等の重要な会議に出席し、理事長等の日常的

な組織運営の状況をモニターするとともに、適宜必要な意見を述べた。

また契約審査委員会、契約監視委員会等のメンバーとして契約に関す

る個別の審議等にも参画した。 

・重要な稟議書や契約関係書類の回付を受ける等により、具体的事実に

基づく監査の実施に努めた。 

・監査が効率的、効果的なものとなるよう、内部監査部門、会計監査人等

と情報交換を行った。 

 

【監事監査における改善点等の法人の長、関係役員に対する報告状況】 

・定期監事監査報告並びに財務諸表及び決算報告に関する意見について

は、理事長に報告するとともに、ホームページ上で公開した。 

・平成 24 年度においては、6 月定期監査結果として独立行政法人通則

法に基づく財務諸表及び決算報告書に関する意見書を提出したほか、

上述のとおり、5 月、9 月、10 月、2 月の各定期監査の結果と意見を

報告書としてとりまとめ、理事長に提出するとともに、意見交換を行っ

た。その際、監事は、監事として注目した事実を踏まえ、入念な確認、注

意喚起、選択肢としての改善提案、視点提示等を行った。 

その他理事長、理事との意見交換は随時実施しているが、今年度(24 

年度)からはさらに、理事長及び理事との月 2 回の定期会合を持ち、監

 

監査業務は監査方針に従って適切に行われている。監事

は、止めるべき事業の洗い出しや、人員削減及び外部資金

獲得推進など多くの助言を定期的に述べ、その提案が法人

の運営に反映されている。また、監事が経営陣と密に意見

や情報交換しながらマネジメントの強化に取り組んでいる。

研究所においては、改善事項に対して、対応していると評価

できるが、もう少し具体的な対策を示していくことを期待す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   



 

項目別－60 

事の日常的活動から気づいた業務運営の改善点等に関し提起し意見交

換を行っている。 

・なお、24 年度は、監事として、理事長に是正措置を設けた事項はなかっ

た。 

 

【監事監査における改善事項への対応状況】 

・監事監査報告における意見等については、理事長から所内関係部署に

対して対応策の検討が指示されるなど、監事監査意見を踏まえ、具体

的な改善をはじめ、適切に考慮されている。 

・また監事としては、自らの意見の対応状況は、定期監事監査等において

説明を求め、適宜確認している。 

・なお今年度（24 年度）には、多岐にわたる意見を提出したこともあり、所

においてプライオリティ付けを行い、タイムスケジュールを定めて実効あ

る対応を進めるよう監事意見において求めたところである。 



 

項目別－61 

 

Ⅱ－２       自己点検と評価 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

研究、社会貢献及び管理運営に関する研究所の諸活動に関して、自己点検及び効果的な評価等を実施し、その結果を踏まえ重点

化を行う等、事業の実施に的確に反映する。 

 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ A   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P94 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・研究の質を向上させることを目的としてピア

レビューを実施する助言委員会について、各

センターの特色に応じて、評価・助言を得る

仕組みの整備に取り組んだか。 

・研究担当理事を中心にピアレビューの在り方を検討し、各センターのヒア

リングを行った。平成 24 年度の内部評価委員会で、各センターの特色

に応じて、具体的な実施方法について検討した。 

第３期中期計画目標期間の開始に伴い、規程類の改正、

評価体制の一新等の整備が進んでおり、改善意見も反映さ

れている。また、自己点検と評価は計画どおりに実施され、

各センターの研究業務の内容に即した、きめ細かいピアレビ

ュー体制が検討されていることは評価できる。 

 

 

・平成 23 年度より刷新した内部評価体制に

ついて、評価者及び被評価者からの改善点

等について取り纏め、必要に応じ、改善した

か。 

・平成 24年 10月に評価者及び被評価者に、内部評価に関するアンケート

を実施した。この結果を平成 24年 11月に内部評価委員会に報告し、内

部評価体制の改善を行った。 

・「独立行政法人放射線医学総合研究所における研究開発事業に関わる

評価のための実施要領（平成 23 年 9 月 20 日）」に則り、第 3 期中期目

標期間 3 年目である平成 25 年度において、外部委員による研究評価部

会を立ち上げるための準備を行った。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改

廃に関する勧告の方向性について（平成 22

年 11月 26 日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

 6 その他 

 複数の候補からの選択を要する事業の実

施に当たっては、第三者委員会を設置するな

ど適切な方法により事前・期中・完了後の評

価を行い、評価結果を事業の選定・実施に適

切に反映させることにより、事業の重点化及

び透明性の確保に努めたか。 

・第 3 期中期計画目標期間開始に伴い、「国の研究開発評価に関する大

綱的指針」（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）や「文部科学省

における研究及び開発に関する評価指針」（平成 21 年 2 月科学技術・

学術審査会）に従い、内部評価体制を新たに構築するため、規程類の

改正等に取り組み、評価体制を一新した。 

・研究開発業務の内部評価では、研究の実施及び成果のとりまとめの期

間としては比較的短い 1 年という間隔で評価を行うことはせず、中期計

画 3 年目及び 5 年目に外部委員による中間、事後評価を行い、その他

の年度では、内部評価委員会（所内委員）による評価を行うことで、効率

的な評価体制の再構築に取り組んだ。業務運営部門については、毎年

外部委員のみによる実績評価を行い、外部からの視点を重視した評価

体制を整えた。 

 



 

項目別－62 

 

Ⅱ－３ リスク管理 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

事業継続、社会的責任、情報セキュリティなどに係るリスクを統合的に管理し、様々トラブルについて、未然防止及び発生時の最小

化に向けた活動を推進する。 

 

 

 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P95-P98 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・リスク管理会議において、東京電力福島第

一原子力発電所事故への対応も考慮したリ

スクの洗い出しを行い、優先的に対応すべき

リスクを抽出し、リスクの低減化に取り組んだ

か。 

・リスク管理会議を開催し、東京電力福島第一原子力発電所事故における

対応や事業活動への影響等も考慮したリスクの抽出及び優先順位付け

を行うとともに、すぐに取り組むべき課題の一つとして「地震等の自然災

害対応」から全所的に検討することとした。（6月、3月） 

・万一の地震時におけるエレベータ内閉じ込めに即応するため、エレベー

タインターホン集合化を行った。 

リスク管理について、リスク管理会議の開催によりカバー

されるなど、管理体制は良く整備されて、計画どおりに実施

されている。 

一方、テロや想定外の事象に対応するための対策を明示

するべきであり、また、担当外のことが生じたときのリスクあ

るいは、理事長、担当理事に対するリスク対応の対策も期待

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国の防災基本計画の改正（予定）に伴い、

研究所としての防災業務計画の改定作業を

進めるとともに、原子力防災体制、国民保護

体制等の非常時に備えた体制を維持したか。 

・原子力災害対策特別措置法の読替規定の施行日となっている平成 25

年 3月 18日に合わせ、放医研防災業務計画を改定した。（3月） 

・非常時に備えるため、年度訓練計画を作成し、計画に従い危機管理室の

機器のチェックや緊急時携帯電話の整備、緊急モニタリングカーの管理

や実際の走行を想定した走行訓練を実施した。また異常時体制、原子

力防災体制についても適宜更新するなど体制の維持・確保を行った。 

・安全に関する各種法令・規程等を遵守し、

安全に係るリスク管理を行うとともに、省エネ

等の環境保全に取り組んだか。 

・放射性物質取扱者からの申請等に対応すべく、核燃料物質使用施設の

変更許可申請及び放射性同位元素等使用許可変更申請を滞りなく実

施し、予定どおりに許可を取得した。 

・放射線障害防止法、労働安全衛生法及び原子炉等規制法に基づく、各

種安全管理（放射線業務従事者の被ばく管理・教育、作業場の測定・管

理、線源管理、廃棄物管理等）に関わる業務を滞りなく遂行した。 

・千葉労働局の通達に基づき、被ばく医療共同研究施設における放射線

業務及び緊急作業に係る安全衛生管理要領を制定した。 

・消防設備の法定点検（年 2回、9月及び 2 月）及び消防設備の保守点検

を随時、実施した。 

・大規模地震、火災の発生を想定し、防災倉庫（救出資機材等格納）を活

用した総合訓練を実施した。（11月） 



 

項目別－63 

・化学物質の安全確保 

法に基づく報告・届出等として、特化物（年 1回、6月）、麻薬・向精神薬

（10 月、2 月）、覚せい剤（12 月）等を実施した。また、所内規程に基づ

く毒物・劇物の使用量把握（四半期毎・半期毎）及び現地確認（四半期

毎）を計画どおり実施した。 

・遺伝子組換え実験の安全確保 

研究所内の拡散防止施設に係る千葉市への届出（１件）を遅滞なく実

施した。また、遺伝子組換え実験計画について遺伝子組換え実験安全

委員会を実施（12 回開催）し、安全性を確認した。 

・遺伝子組換え実験安全委員会専門部会において、P2A 実験における安

全キャビネットの適用及びエアロゾルの発生に関する検討を行い、安全

確保の確実性を高めた。（12月） 

・遺伝子組換え実験の安全確保及びバイオセーフティ確保のため、非常対

応用の電解水生成装置を設置し、平時はこれを消毒用として所内に提

供することとした。また、これに係る非常時対応訓練を実施した。（12

月） 

・特別管理産業廃棄物等の管理 

感染性廃棄物及び廃試薬等の回収（毎週）を実施し、契約に基づく適

正な処理・処分を行うため、委託先への引き渡しを行った（毎月）。 

・作業環境の安全確保、環境影響の把握 

法令に基づき、有機溶剤、酸の使用等に係る作業環境測定（9 月及び

3月）を実施した。また、ばい煙（年 2回、9月及び 2月）及びダイオキシ

ン類（年 1回、9 月）の測定を実施した。 

・研究所の騒音対策を着実に進めるため、計画的な小規模騒音対策工事

（ポジトロン棟及び廃棄物保管棟）を実施した。 

・水質汚濁防止法の改正に対応するため、新たに該当することとなった有

害物質使用施設（実験室の流し台、排水管等）を届け出るとともに、所

内規程に基づき、該当施設の点検を実施した。 

・建築基準法、電気事業法、エネルギー使用の合理化に関する法律等に

基づく法定点検、届出を遅滞なく実施した。 

・環境保全の取組みとして、ESCO 事業の継続、夏季期間中のグリーンカ

ーテンの実施、節電対策の一環として熱線防止フィルムの設置、居室の

網戸設置を計画的に実施している。 

・節電会合の開催 

所内の節電対策の実施のため、各センター関係者をメンバーとした節
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電会合を 6～10 月の間、4 回開催し、情報共有を図り、節電対策を進

めた。 

・所内の危険な箇所を点検し、職員の安全のための指導と整備を行うため

職場巡視を行うとともに安全衛生委員会を開催し、安全衛生の徹底に

努めた。（毎月） 

・所内の事故再発防止のため、情報の共有及び所内への水平展開等の

安全に対する活動を推進した。 

・研究所の安全文化の醸成を図るために、法

令改正等に伴う規程改訂、運用変更等につ

いて、研究者等への情報提供と説明を行うと

ともに、研究のニーズ、実態を把握した上で

運用したか。 

･安全文化講習会を開催する等の安全推進月間の実施（7 月）、並びに請

負業務者等に対し、業務を開始する前に所内の安全を含むルールを説

明するための安全教育訓練を実施（5 月）することにより、研究所の安全

文化の醸成を図った。 

・核燃料物質使用施設保安規定に基づく教育・訓練及び予防規程に基づく

教育について、計画どおりに実施した。さらに保安規定改正に伴う特別

教育訓練を、滞りなく実施した。 

・運用上よりわかりやすくする目的で、放射線障害予防規定の下部要領を

見直した。 

・安全確保に係る諸活動を、積極的に所内に

周知したか。 

・安全活動の推進として、KY 活動・ヒヤリハットの展開（随時）、安全ニュー

スの発行（毎月）、経産省リコール情報より関連製品を所内ホームペー

ジへ掲示などの活動を実施した。（随時） 

・業務上の負傷や疾病の的確な対応・連絡体制の常時確保及び有効な事

故再発防止策を実施するため、事故当事者や責任者等から聞き取りを

行い、事故の原因究明及び改善策を講じるとともに、事故情報の所内

周知を図った。 

・静電加速器棟について、平成 24年 9月新たに核燃料物質使用に係る管

理区域を設定し、所内ホームページ等にて、職員等へ周知した。 

・各種事務連絡、お知らせ等を所内ホームページの掲示板・部門情報に掲

載すると共に、消防計画第 72条に基づく防災教育及び遺伝子組換え実

験・バイオセーフティに係る安全講習に関し、所内ホームページに資料

を掲示し、職員等の安全に関するスキルアップを図った。 

・所内において工事等を実施する場合には、所内ホームページを活用し、

事前に周知する他、必要に応じ関係者と連絡会を実施し、安全確保の

ための周知を行った。 
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・平成 23 年度に改正した情報セキュリティポ

リシーに準拠するため、各情報システムの運

用要領の整備・見直しを進めたか。 

情報セキュリティ水準の向上を図るために以下の対策を実施した。 

情報セキュリティ PDCA 管理サイクルの試行 

・情報セキュリティ改正についての所内説明会及び各情報システム管理者

向け説明会を実施した。 

・e-ラーニングシステムによる情報セキュリティ教育を平成 24 年 8 月～10

月に実施した。 

・e-ラーニングシステムによる情報セキュリティ自己点検を平成 24年 12月

～平成 25 年 1月に実施し、終了後、情報セキュリティ監査を行った。 

運用管理手順の整備 

・平成 23 年度に改正した情報セキュリティポリシーに準拠するため、研究

所内の各情報システムの運用管理手順書を整備した。 
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Ⅱ－４ 業務の効率化 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

研究、社会貢献及び管理運営に関する研究所の諸活動に関して、自己点検及び効果的な評価等を実施し、その結果を踏まえ重点化

を行う等、事業の実施に的確に反映する。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 22年 11月 26日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

１ 効率化目標の設定等 

管理部門の簡素化、効率的な運営体制の確保、アウトソーシングの活用等により業務運営コストを縮減することとし、一般管理

費及び事業費に係る効率化目標について、これまでの効率化の実績を踏まえ、同程度以上の努力を行うとの観点から具体的な

目標を設定するものとする。 

なお、一般管理費については、独立行政法人に無駄遣いがあるのではないかとの厳しい批判があることを踏まえ、経費節減の

余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うものとする。 

また、官民競争入札等の積極的な導入を推進し、業務の質の維持・向上及び経費の削減の一層の推進を図るものとする。 

２ 給与水準の適正化等 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目

標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表するものとする。 

また、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P99-P101 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・業務の遂行に当たっては、【前文】で述べた

国の検討状況等を踏まえ、求められるミッショ

ンを達成することを第一に進めたか。 

独立行政法人に対する国での各種検討状況について情報収集し、業務の

効率化等を図りつつ、ミッションを進めている。 

・「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成 24 年 1 月

閣議決定）を踏まえ、国等での検討についての情報収集を図りつつ、当

所での効率的な業務の進め方について検討を行った。 

・「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成 24 年 3 月 23

日行政改革実行推進本部決定）を踏まえ、6 月に規程類を改正し新た

な要請に対応した執行を行っている。 

 

一般管理費については、第３期中期計画期間中におい

て、１５％以上を削減することを目指し、委託業務費や保守

修繕費などは業務内容の見直しや、それ以外の経費につい

ては効率化を進めるなど、必要と思われる努力はされてお

り、業務の効率化に関する計画は達成されていると判断で

きる。今後、質の低下を招かないよう、検討を期待する。 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   

・一般管理費については、平成 23年度に定め

たアクションプランに則って効率化等を進めた

か。 

・一般管理費については、今中期計画期間中の一般管理費の削減目標と

して、平成 22 年度一般管理費より特殊要因経費を除く額を基礎とし、第

3 期中期計画期間中において、15％以上を削減することを目指し、各年

度においての削減目標額を達成するために、委託業務費や保守修繕費

などは業務内容を見直し、それ以外の経費については効率化を進めて

いる。 

・平成 24 年度においては、平成 23 年度東日本大震災の影響で実施でき
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なかった各所修繕等を着実に実施しつつ、削減目標額を達成するために

業務見直しやその他経費について更なる効率化を進めた。例えば、会計

システムの運用サポート業務の内容等の見直しを行い、経費の削減を行

った。 

【一般管理費の削減状況】                  （単位：千円） 

 22年度 

基礎額 

23 年度

実績 

24年度

目標 

24年度

実績 

業務委託費 81,789 45,220 76,955 40,774 

保守修繕費 45,480 19,894 42,792 32,914 

その他 160,500 115,807 151,015 128,464 

合計 287,769 180,921 270,762 202,151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給与水準】 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人

の設定する目標水準を含む）が、国民に対

して納得の得られるものとなっているか。 

・ 法人の給与水準自体が社会的な理解の得

られる水準となっているか。 

・ 国の財政支出割合の大きい法人及び累積

欠損金のある法人について、国の財政支出

規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水

準の適切性に関して検証されているか。 

 

≪平成２４年度 年度計画≫ 

・給与水準については、国家公務員の給与見

直しの動向を見つつ、労使関係の中で適切な

措置を講じることにより、適正な水準を維持す

る。 

 

・給与制度は、国家公務員の俸給表を利用し国に準拠した給与体系とし

ており、国の給与改定（平成 23年人事院勧告及び臨時減額特例措置）

に応じ、給与改正を行った（減額は、平成 26 年 5月まで 2年間）。 

・諸手当は従来から、国と同水準であり、国の手当の改正に伴う改正を行

うことで適正な水準を維持している。 

・退職手当は、国家公務員の支給水準引下げに応じ、準じた措置を行うこ

ととした（平成 25年 4月施行）。 

・対国家公務員のラスパイレス指数は、全ての職種でほぼ 100以下（地域

学歴勘案値考慮）であり、社会的な理解の得られるものとなっている。 

 

【ラスパイレス指数（平成 24 年度実績）】 

事務職   87.6（地域･学歴勘案  90.1） 

研究職   95.0（地域・学歴勘案 101.2） 

医師     96.6（地域・学歴勘案  98.4） 

看護師  103.2（地域・学歴勘案  99.0） 

 

 また、任期制フルタイム職員について、業務と賃金の適正化を図るた

め、25 年度の雇用契約において年俸制に移行を促すこととし、仕組みを

見直し、雇用契約の更新を進めた。 

・総人件費に関しては、「公務員の給与に関す

る取扱いについて」（平成 23 年 10 月 28 日

閣議決定）において、「今後進める独立行政

法人制度の抜本見直しの一環として、独立

・国の方針が決まっていない中で、人件費削減は急には行えないことか

ら、これまでの取組を継続して行った。なお、前年度同様に比較した場

合、△9.9％となる。 

※復旧・復興特別会計分を除く。 
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行政法人の総人件費についても厳しく見直

す」とされていることを踏まえて、東日本大震

災に伴う復旧・復興のための平成 24 年度追

加分については、別に考慮しながら、適切な

対応をしたか。 

※なお、放医研においては、平成 18 年度から

実施している人件費削減の取り組みを、継続

して実施することとしている。 

【諸手当・法定外福利費】 

・ 法人の福利厚生費について、法人の事務・

事業の公共性、業務運営の効率性及び国

民の信頼確保の観点から、必要な見直しが

行われているか。 

 

【福利厚生費の見直し状況】 

・平成 24 年度も、引き続き「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直し

について」（平成 22 年 5 月 6 日総務省行政管理局長）において要請さ

れている食事補助の支出、互助組織への支出、レクリエーション経費へ

の支出はしておらず、職員への諸手当に関しても国家公務員に準じた

手当とし、前述のとおり国の制度見直しを踏まえ見直している。 

 福利厚生費については、適切に対応していることを確認し

た。 

 

 

 

 

 

会費の支出の必要性については検討され、必要と思われ

るところに支出されている。 

【会費】 

・法人の目的・事業に照らし、会費を支出しな

ければならない必要性が真にあるか（特に、

長期間にわたって継続してきたもの、多額のも

の）。 

 

 

 

 

・会費の支出に見合った便宜が与えられてい

るか、また、金額・口座・種別等が必要最低限

のものとなっているか（複数の事業所から同一

の公益法人等に対して支出されている会費に

ついては集約できないか）。 

 

・公益法人等に対し会費（年 10 万円未満のも

のを除く。）を支出した場合には、四半期ごと

に支出先、名目・趣旨、支出金額等の事項を

公表しているか。 

 

【会費の見直し状況】 

・平成 24年度に 10万円以上支出している会費は日本核医学会等の学会

への会費の他は、千葉県医師会、日本内部監査協会への年会費の支

出である。研究開発法人として学会への参加は不可欠であり、また、病

院を有していることから地域医療と連携していく上で会費支出は必要で

ある。さらに内部監査の重要性がますます大きくなっている中で内部監

査に係る最新の情報を収集し、監査業務に反映させることは必要であ

る。 

 

・規程類の中で会費支出の条件を設定し、学会への会費は発表、情報収

集、資格維持等の観点から真に必要な者に会費支出を認めている。ま

た上述の 2つの会費は各々一口としている。 

 

 

 

・当研究所のホームページにて、四半期毎に公表している。 
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【会費】 

・監事は、会費の支出について、本見直し方

針の趣旨を踏まえ十分な精査を行っている

か。 

 

 

 

 

 

【会費の見直し状況】 

・上の理事長決定等にあたっては監事との間で事前にその内容につ     

き協議し、了解を得た上で決定している。 

・平成 24年度の法人会費支出 7件に関しては放医研との業務の関連性、

会員となることのメリット等を監事において個別審査した上で決裁してい

る。 

・学会等の会費・参加費の支出に関しては、理事長決定によりセンター長

の裁量とされているが、センターから資料提出を受け、特に「所内での情

報共有」の状況に留意して件数の多いものをチェックしている。 

 

 

管理・運営的な業務を中心に効率化を図っている。監事に

よる会費の見直しが、十分に精査され、妥当性が判断はさ

れていることから、適切に行われていると評価する。 

 

評定： 

A 

H23 H24 H25 H26 

A A   
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Ⅱ－５ 重粒子医科学センター病院の活用と効率的運営 【評定】 

S 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

重粒子医科学センター病院について、臨床研究を実施している研究病院であることを考慮しつつ、その業務の特性を踏まえた効率化

を目指し、分析し、評価を行う。 H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ S   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P102-P103 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・重粒子医科学センター病院について、従来

の治療棟及び新治療研究棟を活用し、臨床

研究を推進したか。 

・平成24年度は新治療研究棟運用に係る職員の増員はなかったが、職員

の努力により新治療研究棟での治療をＥ室に加えＦ室に拡大し 9月から

治療を開始した。その結果、平成 24 年年度の重粒子線治療件数は前

年度より 186 件増、先進医療件数は 187 件の増となり自己収入も大幅

に増加している。 

重粒子線治療件数（先進医療件数）： 

平成 23年度 707件 （494 件） 

平成 24年度 893件 （681 件） 

重粒子医科学センター病院の活用と効率的運営として、

特に重粒子線がん治療の社会的な認知も高まっていること

から、先進医療件数が増加(＋１８７件増)と治療実績は伸び

ており、計画は着実に実施されており、計画は達成されてい

ると判断できる。 

  

 

 

・重粒子医科学センター病院の有する医療情

報などを他研究センターにおいても利用でき

る枠組みを整備したか。 

・所内他センターとの共同利用のための病歴情報や検査試料の包括同意

取得に係る「包括的同意体制整備準備室」を平成 24 年 5 月 15 日立ち

上げた。 

・現在、平成 25 年度開始に向けて、同意書やマニュアルの整備及び担当

職員の研修を行っている。 

・平成 24 年 8 月 17 日、国立がん研究センターにおいて包括同意説明の

見学及び実習を受けた。 

医療クラーク 4 名（実習）、看護師長 2名（見学）、病院長 1名（見学） 

・定期的に病院運営に関しては、病院情報シ

ステムを活用し、多角的な分析・評価を行っ

た上で、病院運営の適正化及び効率化に取

り組んだか。 

 

・平成 24年度より「病院運営に関する運営企画部門との打合せ検討会」を

発足しており、平成 24 年度も半期毎に開催し、情報の共有化や、病院

収入の効率化に向けた分析を行っている。 

・第 1回検討会を平成 24年 10月 10 日に開催した。 

第 2回検討会として、25 年 4月 24日平成 24 年度実績を報告した。 

患者数、収入額等について実績報告。 

先進医療件数の増加による平成 24年度収入額報告 

患者数増による病院運営費の状況報告。 
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患者数増による病院運営費（研究材料費）支出額報告 

・患者数、実診療額の実績、年度収入見込の情報を重粒子医科学センタ

ー病院と運営企画部門（企画課、経理課）との共有化を引き続き実施し

ている。 

 
 
 
 
 
S評定の根拠（A評定との違い） 

 

Ⅱ－５重粒子医科学センター病院の活用と効率的運営 

【定量的根拠】 

重粒子医科学センター病院の活用と効率的運営について、運用に係る職員の努力及び新治療研究棟の治療室を１室から２室に拡大させて９月から治療を開始した結果、平成２４年度の

臨床試験と先進医療を含めた重粒子線治療件数は前年度より１８６件増、先進医療件数のみでは１８７件の増となり、更に自己収入も大幅に増加したことは高く評価でき、「S」評定とし

た。 

 

 

【定性的根拠】 

・平成２４年度は新治療研究棟運用に係る現行の職員の増員はなかったが、職員の効率的な装置等の運用努力により、治療件数を大幅に伸ばしたことは、高く評価出来る。 

・病院の運営の適正化及び効率化の取組について、平成２４年度より「病院運営に関する運営企画部門との打合せ検討会」を発足させ、平成２４年度も半期毎に開催しており、情報の共

有化や、病院収入の効率化に向けた分析を行っている点も評価する。 

以上、実績も着実に挙げながら、病院運営について常に検討を行っている点を高く評価し「S」評定とした。 
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Ⅱ－６ 自己収入の確保 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

研究、社会貢献及び管理運営に関する研究所の諸活動に関して、自己点検及び効果的な評価等を実施し、その結果を踏まえ重点

化を行う等、事業の実施に的確に反映する。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 22年 11月 26日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

 ６ その他 

  事業の目的を踏まえつつ、受益者負担の適正化、寄附金等による自己収入の確保に努めるものとする。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P104-P105 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改

廃に関する勧告の方向性について（平成

22年 11月 26日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

 ６ その他 

 事業の目的を踏まえつつ、受益者負担の適

正化、寄附金等による自己収入の確保に努

めたか。 

 

≪平成２４年度 年度計画≫ 

・民間企業との共同研究や受託研究、競争的

資金及び寄付金を拡大するための方策を講

ずる。 

・外部からの施設使用料等の見直しを行い、

受益者負担の適正化に取り組む。 

 

・平成 24 年度は、外部資金獲得に向け、積極的に情報収集し、それらに

ついて所内を活用して周知を図るとともに、応募申請についても協力支

援を行った結果、文部科学省科学研究費補助金については、118 課題

を獲得し、平成 23 年度（94 課題）より 24課題増加した。 

・委託費では、事務部門と研究部門で連携、協力しながら、新規に資源エ

ネルギー庁及び環境省の大型委託事業である原子力災害影響調査等

事業（5課題、計 261,696千円）を獲得した。 

・研究活動の充実や活性化を図るため、平成 23年度に策定した「エフォー

ト管理・実施マニュアル」に則り、外部資金で雇用されていても他の用務

にも従事できる仕組みの運用を平成 24年 4月より開始した。また、科研

費の複数の研究課題において共用で利用する設備について、各研究課

題の直接経費を合算して購入することができるよう「複数の科学研究助

成事業による共用設備の購入について」を平成 24年 11月に制定した。 

・寄附金を拡大するための方策として下記のとおり取り組んだ。 

 公開講座等で、募集のリーフレットを置き、参加者に配布した。 

 寄附金について、重粒子線治療研究のための寄附金管理委員会に

て、寄附金の効果的な運用方法等の検討を行った。 

・新たにガンマ線照射装置の施設利用料を算出し、外部有償利用に関して

2 件の契約を行った。また、中性子発生用加速器システム（NASBEE）

の施設利用料を見直して 2 件の契約を行った。 

・PET 薬剤分析業務について、日本核医学会が定める PET 薬剤の品質

保証についての基準の改正に伴い、契約形態や受託料の見直し等を行

い、円滑な受託業務の実施を図った。10 月から開始し、48 件の受託契

約を締結している。（平成 25 年 3 月 31日現在） 

文部科学省科学研究費補助金等の外部資金の獲得は、

自己努力により増大しており、計画は達成されている。また、

PET薬剤分析業務の契約形態や受託料の見直しを行うなど

の自己努力もあり増大している。 
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Ⅱ－７ 契約の適正化 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

研究所において策定した「随意契約等見直し計画」（平成 22 年 4 月）及び「契約監視委員会」による点検等を通じ、契約の適正化を推進し、

業務運営の効率化を図る。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 22年 11月 26日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

３ 契約の点検・見直し 

契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21年 11月 17日閣議決定）に基づく取組を着実に実施す

ることにより、契約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図るものとする。 

この場合において、研究・開発事業等に係る調達については、他の独立行政法人の事例等をも参考に、透明性が高く効果的な契約の

在り方を追求するものとする。 

また、密接な関係にあると考えられる法人との契約に当たっては、一層の透明性の確保を追求し、情報提供の在り方を検討するものと

する。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書  

P106-P107 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・平成 23 年度に他の研究開発法人

と協力して抽出したベストプラクティ

スの検討結果を踏まえ、透明性が高

く効果的な新たな契約方式を取り入

れたか。 

 

【独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針（平成 22年 12月 7日

閣議決定）】 

【資産・運営等の見直し】 

調達に係るベストプラクティスの抽

出と実行 

経費節減の観点から、研究開発等

の特性に応じた調達の仕組みについ

て、他の研究開発法人と協力してベ

ストプラクティスを抽出し、実行に移

す。 

 

 

・平成 23 年度に他の研究開発法人と協力して抽出したベストプラクティスの検討結果を踏ま

え、１者しか実施できない可能性が高い調達について、念のため他に実施可能な者がいな

いかを確認するための公募－参加者確認公募－(*)による調達を新たに開始した。 

 

(*)国で主催された「研究開発事業に係る調達の在り方について （中間整理） 」（平成 23 年 

12 月 2 日研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議、研究開発事業に係る調

達の在り方に関する検証会議）において、「実質的な競争性・透明を確保しつつ、研究開発

の特性に応じた合理的かつ効果的な調達を行うため各研究機関の裁量に基づき、一般競

争入札等（競争入札及び企画競争・公募）の競争性ある契約方式を積極的に活用する」と

されている中の一つの調達方式。 

他の研究開発法人と協力して抽出したベストプ

ラクティスの検討結果を踏まえ、特殊な業務を含む

中で新たな調達方式を開始するなど、契約の適正

化は計画どおり実施され、適切に運営されている

ことを確認した。 
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【契約の競争性、透明性の確保】 

・ 契約方式等、契約に係る規程類に

ついて、整備内容や運用は適切

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 契約事務手続に係る執行体制や

審査体制について、整備・執行等

は適切か。 

 

 

【契約に係る規程類の整備及び運用状況】 

・契約方法等の基本的事項を含めた会計規定を定め、またその下部規程として契約方式毎

の手続き等について規定した契約事務取扱細則等を定め運用している。 

・平成 20 年 11 月の「独立行政法人における契約の適正化について(依頼)」（総務省行政

管理局長）での要請に対しては、会計規程や契約事務取扱要領を改正して複数年度契約

に関する規定を明確化するとともに、指名競争入札限度額及び一般競争入札における公

告期間並びに予定価格の作成を省略できる基準を国と同一にしている。さらに、総合評価

落札方式ガイドラインやマニュアル、企画競争マニュアル、仕様書作成マニュアル等を策

定している。平成 24 年度においては、参加者確認公募実施要領を整備して調達を開始し

た。 

・参加者確認公募の結果、複数の申請があった場合には、改めて一般競争入札の手続きへ

移行するが、更に公募しても追加の申請者があるとは考え難いことから、効率化のため一

般競争入札へ移行せずに複数の申請者による指名競争入札を実施することができるよう

に検討した。(25 年 4月導入) 

 

【執行体制】 

・契約担当役（理事）－総務部長－契約課のラインで執行している。（なお金額が大きい場合

等は理事長までの決裁を得ている） 

 （50 万円以下の物品等一定額以下の調達事務については、研究組織のチームリーダー等

に分任している。） 

 

【審査体制】 

・契約の決裁範囲は金額に応じて理事長～課長としている。 

・一定額以上の随意契約、指名競争入札を行う場合は契約担当役を委員長とした契約審査

委員会を設けて適否等を審査している。 

・入札者から提出される製作仕様書等を技術的見地から審査し、入札書を落札決定の対象

にすることの可否についての判断している。なお、公正性をより高めるため、技術審査委

員には他部署の職員を加えることについて検討した（平成 25年 4月から導入）。 

 

【契約監視委員会の審議状況】 

・契約監視委員会を 4 回開催した（書面審議含む）。 

・『「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21年 11月 17日閣議決定）に

おける改善状況のフォローアップについて』を受け、平成 24 年度から、2 年連続 1 者応札

となった案件について、翌年度に競争入札を行う場合には、原則として契約監視委員会の

事前点検を受けることとし、点検を受けた。また、その結果をホームページにて公表した。 

「独立行政法人における契約の適正化について

（依頼）」（平成２０年１１月１４日総務省行政管理局

長事務連絡）において要請されている事項につい

て、入札等に関して国と同一の基準としており、ま

た各種マニュアル等も策定している。更に平成２４

年度からは新たに参加者確認公募実施要領を整

備して調達を開始するなど、年度計画を達成して

いると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

研究所という特殊な業務を含む中で、一定額以

上の随意契約、指名競争入札を行う場合は契約

担当役を委員長とした契約審査委員会を設けて適

否等を審査する等、審査体制を整えており、契約

の適正化は計画どおり実施されたと判断できる。 
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【随意契約等見直し計画】  

・ 「随意契約等見直し計画」の実施・

進捗状況や目標達成に向けた具

体的取組状況は適切か。 

 

≪平成２４年度 年度計画≫ 

・「随意契約等見直し計画」の実施状

況を含む入札及び契約の適正な実

施について、内部監査及び契約監視

委員会の点検等を受け、その結果を

ホームページにて公表する。 

 

【随意契約等見直し計画の実績と具体的取組】 

 ① 平成 20年度

実績 

②見直し計画 

（H22年 4 月公

表） 

③平成 24 年度

実績 

②と③の比較増

減 

（見直し計画の

進捗状況） 

件

数 

金額 

（千円） 

件

数 

金額 

（千円） 

件

数 

金額 

（千円） 

件

数 

金額 

（千円） 

競 争

性 の

あ る

契約 

590 12,444,285 633 14,210,205 461 8,669,117 
△

172 

△

5,541,088 

 競

争

入

札 

565 12,211,220 631 14,178,929 441 8,527,476 
△

190 

△

5,651,453 

企

画

競

争、

公

募

等 

25 233,065 2 31,276 20 141,641 18 110,365 

競 争

性 の

な い

随 意

契約 

59 2,074,655 16 308,735 18 501,554 2 192,819 

合計 649 14,518,940 649 14,518,940 479 9,170,671 
△

170 

△

5,348,269 

*千円未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合がある。 

 

【原因、改善方策】 

・競争性のない随意契約が、見直し計画の１６件に対して、平成２４年度は１８件であった。増

加した原因は、緊急時ヘリポートを整備するために必要な国有地を財務省から購入したこ

平成２４年度から、２年連続１者応札となった案

件について、翌年度に競争入札を行う場合には、

原則として契約監視委員会の事前点検を受けるこ

とに加え、競争性のない随意契約の増加原因の調

査及び改善方策を策定しており、適切に運営され

ていると判断できる。 
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と等による。 

・引き続き、契約監視委員会で事前点検を受けるなどしながら、真に止むを得ないものを除

き、競争性のある契約としていく。 

 

【再委託の有無と適切性】 

・一者応札・応募で再委託割合が高率（50％以上）となっており、かつ同一の再委託先に継

続して再委託されていると考えられる案件はない。 

 

【個々の契約の競争性、透明性の確

保】 

・ 再委託の必要性等について、契約

の競争性、透明性の確保の観点

から適切か。 

 

 

 

 

・ 一般競争入札等における一者応

札・応募の状況はどうか。その原

因について適切に検証されている

か。また検証結果を踏まえた改善

方策は妥当か。 

 

 

 

【一者応札・応募の状況】 

 ①平成 20 年度実績 ②平成 24年度実績 ① ②の比較増減 

 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 

件数 金額 

（千円） 

競争性のあ

る契約 
590 12,444,285 461 8,669,117 △129 △ 3,775,168 

 うち、一

者応札・

応募とな

った契約 

391 6,458,736 257 5,695,327 △134 △ 763,409 

一 般 競

争契約 
390 6,444,036 239 5,607,079 △151 △ 836,957 

指 名 競

争契約 
0 0 0 0 0 0 

企 画 競

争 
1 14,700 0 0 △1 △ 14,700 

公募 0 0 18 88,248 18 88,248 

不 落 随

意契約 
18 171,478 25 330,720 7 159,242 

*千円未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合がある。 

            *一者応札・応募となった契約の件数、金額には不落随意契約分を含まない。 

 

【原因、改善方策】 

・平成 20年度実績の一者応札・応募（不落随意契約を除く）と比較すると、平成 24年度は件

数及び金額とも減っているものの、研究の継続性の観点から同一のものを調達せざるを

 一者応札・応募で再委託割合が高率（５０％以

上）、かつ同一の再委託先に継続して再委託され

ていると考えられる案件はないため、特に問題は

ないものと判断できる。 

 

 

 

 

 

仕様書作成マニュアル等の活用や仕様書の事

前チェックを行う等、一者応札等の縮減に努めてお

り、競争性・透明性の確保が成されていると判断で

きる。加えて、一者応札・応募の状況を踏まえ、そ

の原因について言及し、改善も行う等、適切に検

証されていると判断できる。 
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得ない、研究機器の保守・修理で実施できる業者が限定されているなどの理由により、一

者応札・応募となっている。 

・仕様書作成マニュアル等を引き続き活用していくとともに、適切な調達を行うため、仕様書

の事前チェックを行うなどにより 1 者応札等の縮減に努めている。また、実質的な競争性

が確保される競争入札が行われるよう「一者応札・一者応募に係る改善方策」を引き続き

進めている。 

 

【一般競争入札における制限的な応札条件の有無と適切性】 

・契約監視委員会において、随意契約等の点検の中で、制限的な応札条件に関する特段の

指摘はなかった。研究開発の特性を踏まえた契約を行うため、引き続き、コストの適正化を

考慮しつつ、さまざまな手法を考えていくことは重要であるとの意見があった。 

【関連法人】 

・ 法人の特定の業務を独占的に受

託している関連法人について、当

該法人と関連法人との関係が具

体的に明らかにされているか。 

 

【関連法人の有無】 

・関連法人は無い 

 

 

関連法人は無いことを確認した。 
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Ⅱ－８ 保有資産の見直し 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

保有資産については、引き続き、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処分、

経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを行う。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 22年 11月 26日総務省政独委）】 

第３ 業務全般に関する見直し 

４ 保有資産の見直し等 

保有資産については、引き続き、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処

分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを行うものとする。 

また、独立行政法人の資産の実態把握に基づき、法人が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し、支障のない限り、国への

返納等を行うものとする。その際、今後、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人の業務実績に関する評

価の結果等の意見等として各府省独立行政法人評価委員会に通知する事項を参考にするものとする。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P108 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・東日本大震災に伴う復旧・復興に係わる事

業などの新たな事業の実施を踏まえ、適切な

研究スペースの配分に努めるとともに、引き

続き資産の有効利用等を進めたか。 

・東京電力福島第一原子力発電所事故による災害の復興の支援に関する

業務を行う「福島復興支援本部」が設置されたので、そのスペースの配

分を実現するため、及び分散していた緊急被ばく医療支援チーム資機

材保管室の集約化等を図るためスペ－スの調整を行った。また、「環境

動態研究施設（仮称）」の運用開始に備えて、その適切かつ効率的な運

用及び有効活用を図るための課金制度の導入に向けた制度設計に着

手した。 

・所内での資産のさらなる有効利用を図るために備品類の有効活用データ

ベースを改良・拡張し試行開始した。また、実験装置等の相互利用に関

するアンケート調査を実施しこのデータベースを改良した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有資産の見直しは適正かつ積極的に進められており、

計画は達成されていると判断できる。 
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【実物資産】 

（保有資産全般の見直し） 

・ 実物資産について、保有の必要性、資産

規模の適切性、有効活用の可能性等の観

点からの法人における見直し状況及び結

果は適切か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実物資産の保有状況】 

①  実物資産の名称と内容、規模 

 内容 利用対象者 規模 

研究交流施設 宿泊施設 

共同利用研究員、実習

生及び研修生並びにこ

れに準ずる者、職員、客

員研究員、客員協力研

究員 

44室 

研修棟 研修施設 職員及び研修受講生 5室 

推進棟大会議

室 
会議室 

シンポジウムなどの参

加者（一般及び専門

家）、職員 

1室 

講堂 

大規模 / 集会

や、学術集会、

一般向け講演

会等のために

使用する施設 

シンポジウムなどの参

加者（一般及び専門

家）、職員 

1室 

 

② 保有の必要性（法人の任務・設置目的との整合性、任務を遂行する手

段としての有用性・有効性等） 

・研究交流施設は、重粒子線治療装置等の研究所の施設を利用して研究

業務を行なう客員研究員等の利用に供するために設置されている。研

修棟は、研究所の重要な業務である放射線に関する各種の研修を行う

ための放射線管理区域を備えた研修施設として、講義や放射性同位元

素を用いた実習を行っており、東日本大震災の後に放射線に関する各

種研修の増加が見込まれたため、新しい研修棟の建設を進めた（平成

25 年度から運用）。推進棟会議室及び講堂は、主にシンポジウム等の

研究集会や所内の大規模会議に利用している。 

 

 

 

 

 

 

保有している資産については、外部の共同利用に資する

活用や、放射線に関する各種の研修等に利用するなど、い

ずれも法人の任務に沿った用途に使用されており、有効に

活用されていると判断できる。 

 東日本大震災の後に放射線に関する各種研修の増加に

対応するため、新しい研修棟の整備が進められるなど、保有

資産の見直しは適正に行われていることを確認した。 

保有資産については、いずれも利用率は５０％を超えてお

り、有効に利用されていることを確認した。 

毎年度、資産の実査による利用者等の特定、減損の兆候

について調査を行っており、資産の利用状況、現状把握に

努めていることを確認した。 
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・ 見直しの結果、処分等又は有効活用を行

うものとなった場合は、その法人の取組状

況や進捗状況等は適切か。 

 

・  「勧告の方向性」や「独立行政法人の事

務・事業の見直しの基本方針」、「独立行政

法人の職員宿舎の見直し計画」、「独立行

政法人の職員宿舎の見直しに関する実施

計画」等の政府方針を踏まえて、宿舎戸

数、使用料の見直し、廃止等とされた実物

資産について、法人の見直しが適時適切

に実施されているか（取組状況や進捗状況

等は適切か）。 

 

 

 

（資産の運用・管理） 

・ 実物資産について、利用状況が把握され、

必要性等が検証されているか。 

 

 

 

・ 実物資産の管理の効率化及び自己収入の

向上に係る法人の取組は適切か。 

③ 有効活用の可能性等の多寡 

平成 24年度施設利用率 

研究交流施設（宿泊施設）       59％ 

研修棟                   54％ 

重粒子治療推進棟大会議室     76％ 

講堂                    55％ 

 

④ 見直し状況及びその結果 

・いずれの施設も利用率は 50％を超えており、有効に活用されている。 

 

⑤ 処分又は有効活用等の取組状況／進捗状況 

・特になし 

 

 

⑥ 政府方針等により、処分等することとされた実物資産についての処分

等の取組状況／進捗状況 

・平成 24年度においては特になし 

 

⑦基本方針において既に個別に講ずべきとされた施設等以外の建物、土

地等の資産の利用実態の把握状況や利用実態を踏まえた保有の必要

性等の検証状況 

・毎年度資産の実査による利用者等の特定及び減損の兆候について調査

を行い資産の利用状況及び現状の把握に努めている。 

・建物・土地等（の活用）については、長期的な見通しを研究施設等整備利

用委員会において検討しており、この方針の下で建設計画等を考慮して

いる。 

 

⑧見直し実施計画で廃止等の方針が明らかにされている宿舎以外の宿舎

及び職員の福利厚生を目的とした施設について、法人の自主的な保有

の見直し及び有効活用の取組状況 

・職員住宅、保養所などの福利厚生施設は保有していない。 

 

⑨ 実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上に係る法人の取組 

・大型サイクロトロン等では外部からの施設使用料を徴収する等、受益者

負担の適正化を図った。 
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【金融資産】 

（保有資産全般の見直し） 

・ 金融資産について、保有の必要性、事務・

事業の目的及び内容に照らした資産規模

は適切か。 

 

・ 資産の売却や国庫納付等を行うものとなっ

た場合は、その法人の取組状況や進捗状

況等は適切か。 

 

 

 

 

 

（資産の運用・管理） 

・ 資金の運用状況は適切か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 資金の運用体制の整備状況は適切か。 

 

 

 

 

【金融資産の保有状況】 

① 金融資産の名称と内容、規模 

・事業用運用資産（金融資産）は保有していない。 

 

② 保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用性・有効性） 

・該当なし 

 

③ 資産の売却や国庫納付等を行うものとなった金融資産の有無 

・該当なし 

 

④ 金融資産の売却や国庫納付等の取組状況／進捗状況 

・該当なし 

 

 

【資金運用の実績】 

・実績なし。 

 

【資金運用の基本的方針（具体的な投資行動の意志決定主体、運用に係

る主務大臣・法人・運用委託先間の責任分担の考え方等）の有無とその内

容】 

・独立行政法人通則法第４７条に基づく余裕金の運用については、銀行へ

の預け入れを行っており、その運用に当たっては、独立行政法人放射

線医学総合研究所会計規程第 23 条により、会計責任者が理事長の承

認を得て行っている。 

 

【資産構成及び運用実績を評価するための基準の有無とその内容】 

・資金は銀行預金（普通預金及び定期預金）のみを行っているので、運用

実績を評価する基準はないが、預け入れる銀行の健全性を評価する基

準を有している。 

 

【資金の運用体制の整備状況】 

・自己資本比率及び格付け機関が評価している格付けにより、預け入れ先

銀行の健全性を常に確認し、安全な資金の運用に努めている。 

 

 

 

 

事業用運用資産（金融資産）は保有していないことを確認

した。 

 

  

 事業用運用資産（金融資産）は保有していないことから、本

項目の該当がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

研究所職員は共済あるいは協会けんぽへの加入なので

特に問題がないことを確認した。 
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・ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び

規定内容を踏まえて、法人の責任が十分

に分析されているか。 

【資金の運用に関する法人の責任の分析状況】 

・独立行政法人通則法第４７条に基づく余裕金の運用については、銀行へ

の預け入れを行っており、その運用に当たっては、独立行政法人放射

線医学総合研究所会計規程第 23 条により、会計責任者が理事長の承

認を得て行っている。 

・自己資本比率及び格付け機関が評価している格付けにより、預け入れ先

銀行の健全性を常に確認し、安全な資金の運用に努めている。 
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Ⅱ－９ 情報公開の促進 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

法令に基づき研究所の保有する情報の適切な公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を行う。 

 

 

 

 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P109 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・「独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律」（平成 13 年 12 月 5 日法律第

140号）に沿い、適切に公開したか。 

・情報公開開示を行った。（平成 24 年度計 21 件） 

これら業務を適切に行うため、総務省主催の情報公開に関する研修会

や担当者会議に参加する等、情報公開のための知見の取得に努めた。 

 

姿勢として前向きの印象であり、情報公開の促進は計画

どおりに実施されていることを確認した。 

 

 

・所内の個人情報保護の体制を点検したか。 

 

・個人情報の管理について運営連絡会議を通じ注意喚起を行った。 

・個人情報保護に関する個人情報保護管理者や職員に向け講習会を開

催して、保護担当者や職員個々の認識を更に高めた。（平成 25 年 2 月

実施） 

・なお、内部監査、監事監査を受けた。（内部統制の項を参照） 
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Ⅲ 予算、収支計画、資金計画 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P110-P112 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【収入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 24年度収入状況】 

収入 予算額 決算額 差引増減額 備考 

運営費交付金 12,095 11,822 △273  

施設整備費補助金 1,166 1,805 639  

補助金等 0 165 165  

自己収入 2,226 3,276 1,050  

受託事業収入等 0 639 639  

計 15,487 17,706 2,220  

【主な増減理由】 

・自己収入については、臨床医学事業収益により増加している。 

・施設整備費補助金による収入については、平成 23 年度からの繰越予算

があるため増額している。 

・補助金等及び受託収入については、平成 24年 4月以降に政府等から交

付を受けたものであるため増加している。 

・運営費交付金については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関

する法律による措置のため、減額となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予算、収支計画、資金計画は適正に行われており、順調

な資金運営になっていると評価できる。財務諸表上は健全と

判断でき、計画は達成されていることを確認した。 
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【支出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 24年度支出状況】 

支出 予算額 決算額 差引増減額 備考 

一般管理費 730 612 △118  

うち、人件費 337 403 66  

うち、物件費 393 209 △184  

事業経費 13,141 12,372 △769  

うち、人件費 2,841 2,400 △442  

うち、物件費 8,870 9,508 638  

うち、東日本大震

災復興業務

経費 

1,430 465 △966  

退職手当等 354 318 △36  

特殊要因経費 96 56 △40  

施設整備費 166 1,407 1,241  

東日本大震災復興

施設整備費 

1,000 398 △602  

補助金等 0 166 166  

受託事業等 0 640 640  

計 15,487 15,968 482  

【主な増減理由】 

・一般管理費、研究業務費共に、人件費については臨時特例措置により

減少している。 

・施設整備費補助金による収入については、平成 23 年度繰越予算がある

ため増額している。 

・補助金等及び受託収入については、平成 24年 4月以降に政府等から交

付を受けたものであるため増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－86 

【収支計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 24年度収支計画】 

区分 計画額 実績額 差引増減額 

費用の部 

経常経費 

 一般管理費 

  うち、人件費（管理系） 

  うち、物件費 

 業務経費 

  うち、人件費（事業系） 

  うち、物件費 

  うち、東日本大震災復興 

業務経費 

 退職手当等 

 特殊要因経費 

 減価償却費 

 財務費用 

 雑損 

 臨時損失 

14,528 

14,528 

722 

337 

385 

12,018 

2,841 

8,164 

 

1,013 

354 

96 

1,338 

0 

0 

0 

13,755 

11,352 

609 

498 

112 

10,743 

4,022 

6,507 

 

213 

324 

56 

1,934 

5 

1 

82 

△773 

△3,176 

△113 

161 

△273 

△1,275 

1,181 

△1,657 

 

△800 

△30 

△40 

596 

5 

1 

82 

負債の部 

 運営費交付金収益 

 受託収入 

 補助金等収益 

 寄付金収益 

 その他の収入 

 資産見返運営費交付金戻入 

 資産見返物品受贈額戻入 

 資産見返補助金等戻入 

 資産見返寄付金戻入 

 臨時収益 

 

 純利益 

 目的積立金取崩額 

 総利益 

14,528 

10,964 

0 

0 

0 

2,226 

1,231 

107 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

13,880 

8,391 

582 

72 

73 

3,205 

,1,245 

107 

129 

25 

53 

 

124 

5 

129 

△648 

△2,573 

582 

72 

73 

979 

14 

0 

129 

25 

53 

 

124 

5 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算、収支計画、資金計画は適正に行われており、法人

の業務運営に問題等がないことを確認した。 

 

 

 

 

 



 

項目別－87 

 

 

 

 

【資金計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な増減理由】 

・東日本大震災復興業務の促進のための研究棟整備の進捗に伴い、関連

する経費が減少しているため。 

 

【平成 24年度資金計画】 

区分 計画額 実績額 差引増減額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

  財務活動による支出 

  翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  自己収入 

  受託収入 

  補助金等収入 

  寄付金収入 

  科学研究費補助金収入 

 投資活動による収入 

  施設整備費による収入 

 財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

15,487 

13,190 

2,297 

0 

0 

 

15,487 

14,321 

12,095 

2,226 

0 

0 

0 

0 

1,166 

1,166 

0 

0 

17,288 

12,024 

4,931 

334 

6,553 

 

18,362 

16,051 

11,822 

3,248 

416 

194 

129 

242 

2,311 

2,311 

0 

5,479 

1,801 

△1,116 

2,634 

334 

6,553 

 

2,875 

1,730 

△273 

1,022 

416 

194 

129 

242 

1,145 

1,145 

0 

5,479 

【主な増減理由】 

・自己収入については、臨床医学事業収益等により増加している。 

・施設整備費補助金による収入については、平成 23 年度繰越予算がある

ため増額している。 

・補助金等及び受託収入については、平成 24年 4月以降に政府等から交

付を受けたものであるため増加している。 

 

 

 

 



 

項目別－88 

【財務状況】 

（当期総利益（又は当期総損失）） 

・ 当期総利益（又は当期総損失）の発生要

因が明らかにされているか。 

 

・ また、当期総利益（又は当期総損失）の発

生要因は法人の業務運営に問題等があるこ

とによるものか。 

 

（利益剰余金（又は繰越欠損金）） 

・ 利益剰余金が計上されている場合、国民

生活及び社会経済の安定等の公共上の見地

から実施されることが必要な業務を遂行する

という法人の性格に照らし過大な利益となっ

ていないか。 

 

・ 繰越欠損金が計上されている場合、その

解消計画は妥当か。 

 

・ 当該計画が策定されていない場合、未策

定の理由の妥当性について検証が行われて

いるか。さらに、当該計画に従い解消が進ん

でいるか。 

 

【当期総利益（当期総損失）】 

129,364 千円 

 

 

 

【当期総利益（又は当期総損失）の発生要因】 

・当期総利益の主な理由は、臨床医学事業収益等自己収入により生じた

ものである。 

 

【利益剰余金】 

・当期総利益の主な理由は、臨床医学事業収益等自己収入により生じた

ものである。 

 

 

 

 

【繰越欠損金】 

・なし 

 

【解消計画の有無とその妥当性】 

・該当なし 

 

【解消計画に従った繰越欠損金の解消状況】 

・該当なし 

 

【解消計画が未策定の理由】 

・該当なし 

 

 

（運営費交付金債務） 

・ 当該年度に交付された運営費交付金の当

該年度における未執行率が高い場合、運営

費交付金が未執行となっている理由が明ら

かにされているか。 

 

 

【運営費交付金債務の未執行率（％）と未執行の理由】 

・平成 24年度運営費交付金債務の未執行率 19.8％ 

・契約済繰越等によるもの 

 

 

 

 

 



 

項目別－89 

・ 運営費交付金債務（運営費交付金の未執

行）と業務運営との関係についての分析が行

われているか。 

【業務運営に与える影響の分析】 

・単年度では整備出来ない研究に必要な大型設備等を調達するためには

不可欠。 

（溜まり金） 

・ いわゆる溜まり金の精査において、運営費

交付金債務と欠損金等との相殺状況に着目

した洗い出しが行われているか。 

【溜まり金の精査の状況】 

・金融資産は保有していないため、それによる評価損は発生しない。 

 

溜まり金は保有していないことを確認した。 

 
 
 
 



 

項目別－90 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 【評定】 

― 

 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

短期借入金の限度額は、19 億円とする。 

短期借入金が想定される事態としては、運営費交付金の受入れの遅延、受託業務に係る経費の暫時立替等がある。 H２３ H２４ H２５ H２６ 

－ －   

実績報告書等 参照箇所 

平成２４年度 業務実績報告書 P113 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・ 短期借入金は有るか。有る場合は、その額

及び必要性は適切か。 

 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

・短期借入金の限度額は、19億円とする。 

短期借入金が想定される事態としては、運

営費交付金の受入れの遅延、受託業務に係

る経費の暫時立替等がある。 

 

【短期借入金の有無及び金額】 

・平成 24年度借入実績なし。 

 

【必要性及び適切性】 

・該当なし 

 

借入実績はないことを確認した。 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

項目別－91 

 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、その処分に関する計画 【評定】 

― 

 

【概要】 

なし 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

－ －   

実績報告書等 参照箇所 

平成２４年度 業務実績報告書 P114 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・  重要な財産の処分に関する計画は有る

か。ある場合は、計画に沿って順調に処分

に向けた手続きが進められているか。 

 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

・なし 

 

【重要な財産の処分に関する計画の有無及びその進捗状況】 

・なし 

 

不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産はな

いことを確認した。 

 

 

 

 

 



 

項目別－92 

 

Ⅵ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 【評定】 

― 

 

【概要】 

なし 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

－ －   

実績報告書等 参照箇所 

平成２４年度 業務実績報告書 P115 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・  重要な財産の処分に関する計画は有る

か。ある場合は、計画に沿って順調に処分

に向けた手続きが進められているか。 

 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

・なし 

 

【重要な財産の処分に関する計画の有無及びその進捗状況】 

・なし 

 

 

重要な財産の処分に関する計画はないことを確認した。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

項目別－93 

 

Ⅶ 剰余金の使途 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

決算における剰余金が生じた場合の使途は以下のとおりとする。 

・臨床医学事業収益等自己収入を増加させるために必要な投資 

・重点研究開発業務や国の中核研究機関としての活動に必要とされる業務の経費 

・研究環境の整備や知的財産管理・技術移転に係る経費等 

・職員の資質の向上に係る経費等 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成２４年度 業務実績報告書 P116 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・ 利益剰余金は有るか。有る場合はその要

因は適切か。 

 

 

 

【利益剰余金の有無及びその内訳】 

・平成 24年度までに発生した利益剰余金の構成は以下のとおり。 

 

（単位：千円） 

事項 金額 

自己収入の未使用額 

寄附金収益 

固定資産売却額 

為替差損 

リース差損 

事業活動による損益 

167,406 

29 

112 

△66 

△3,972 

△34,145 

合計 129,364 

 

【利益剰余金が生じた理由】 

・利益剰余金が生じた主な理由は、臨床医学事業収益等の自己収入によ 

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の使途は適切であり、計画は達成されていることを

確認した。 

 



 

項目別－94 

・ 目的積立金は有るか。有る場合は、活用

計画等の活用方策を定める等、適切に活

用されているか。 

 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

・臨床医学事業収益等自己収入を増加させる

ために必要な投資 

・重点研究開発業務や国の中核研究機関と

しての活動に必要とされる業務の経費 

・研究環境の整備や知的財産管理・技術移

転に係る経費等 

・職員の資質の向上に係る経費等 

 

【目的積立金の有無及び活用状況】 

・平成 24 年度知的財産に基づく利益（約 4 百万円）については、平成 25

年 6月末までに目的積立金として申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

項目別－95 

 

Ⅷ その他業務運営に関する重要事項 

【評定】 

A 
 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

 

Ⅷ－１ 施設及び設備に関する計画 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

研究施設等整備利用長期計画について、経費の縮減等を図る観点から、その後の状況変化、研究計画の進捗等を踏まえ、環境保

全、地域との共存に配慮して同計画の見直しを行う。 

【独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 22年 11月 26日総務省政独委）】 

第２ 組織面の見直し 

 ２ 研究施設等整備利用長期計画の見直し 

研究所は中期目標に基づく研究施設等整備利用長期計画（平成 19年５月）を策定し、これを着実に実施することとしているが、

この計画には、ＰＲ館、アトリウム、市民一般講演会場を含む研究交流館など、必要不可欠とはみられない施設の建設が含まれ

ている。 

このため、厳しい財政状況の下、経費の縮減等を図る観点から、不要不急な施設の建設は行わないよう計画全体を見直すも

のとする。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P117-P118 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【施設及び設備に関する計画】 

・ 施設及び設備に関する計画は有るか。有

る場合は、当該計画の進捗は順調か。 

・研究施設等整備利用長期計画の見直しに

ついて、東日本大震災の復旧・復興事業や

研究事業の方針等の計画を反映させなが

ら改訂を行ったか。 

【施設及び設備に関する計画の有無及びその進捗状況】 

・研究施設等整備利用長期計画の改訂に向け、整備利用委員会及び整

備利用部会において、東日本大震災の復旧・復興事業等による平成 23

年度以降の施設整備状況等の変化も踏まえて検討を行い、長期計画を

改訂した。（3月） 

施設整備が特に東日本大震災の復旧・復興事業等の関

連から進められ、計画はほぼ達成していると判断できる。歴

史のある研究所であり、建物の老朽化に対し、対策を具体

的にして、適切な施設・設備更新が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災の復旧・復興事業に係る施

設・設備の整備を行ったか。 

・東日本大震災の復旧・復興事業に係る施設・設備の整備として、新研修

棟、緊急時ヘリポートの整備を行った（宿舎解体・整地を除く）。また、環

境動態研究施設（仮称）の設計を開始した。 

・平成 23 年度に実施した 2 種類の超伝導電

磁石の試作結果にもとづき、回転ガントリ

ーに用いる超伝導電磁石の製作を開始し

たか。 

・平成 23 年度に実施した 2 種類の超伝導電磁石の試作結果に基づき、3 

台の超伝導電磁石を製作した。 



 

項目別－96 

 

Ⅷ－２ 人事に関する計画 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

業務運営を効果的、効率的に実施するとともに研究環境を多様化するため、優秀な人材の確保、職員の適材適所の配置、職員の資

質の向上等を図る。また、職員の適性と能力を活かす多様なキャリアパスを設定するとともに、ワークライフバランスを実現するため、

必要な人事制度上の課題の解決を図る。 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成２４年度 業務実績報告書 P119-P121 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【人事に関する計画】 

・ 人事に関する計画は有るか。有る場合は、

当該計画の進捗は順調か。 

・ 人事管理は適切に行われているか。 

 

【人事に関する計画の有無及びその進捗状況】 

・平成 23 年度に研究開発力強化法に基づく人材活用方針を改正し、それ

を踏まえ、主に役員、センター長等による組織・人事委員会で具体的な

人事に関する計画を検討し、進めている。 

・本中期計画期間に入る際に、定年制職員(研究職、技術職、医療職、事

務職)の採用方針について考え方をまとめ(平成 22 年 12 月 15 日)、運

用している。常勤職員については、人件費削減計画を達成すべく退職者

の後補充の必要性を精査するとともに、研究職のテニュアトラック制度

は、任期制フルタイム職員からテニュア移行の後、定年制の採用を行っ

ている。 

・人事管理(処遇、賞罰)は、個人評価、業務状況等に基づき実施してい

る。なお、24年度における懲戒処分はなかった。 

 

・ 常勤職員の削減状況 

・上述のとおり人件費管理は定数管理ではなく、予算管理を行っている。な

お、退職者の後補充を精査した結果、平成 24 年度の退職者数は定年制

職員（定年退職を含む）30 人、任期制フルタイム職員 19 人であり、採用

募集は25年度以降も継続しているものもあるが平成24年度の採用数は

次のとおりである。 

 

・ 常勤職員、任期付職員の計画的採用状況 

・定年制職員 22人、任期制フルタイム職員 13 人（うち、テニュアトラック採

用者 4人）を採用した。 

 

定年制職員の採用方針や人件費削減計画の達成に向け

た後補充の必要性の精査、研究職のテニュアトラック制度な

ど、人事に関する計画は着実に実施され、人事管理も適切

に行われていると判断できる。 

保育施設や病後児保育施設の整備など、女性研究者支

援の充実と上級職への登用について明確なビジョンを示す

など、理事長のリーダーシップが期待される。 
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・ 危機管理体制等の整備・充実に関する取組状況 

・国内の原子力災害時に指定公共機関として、国の防災基本計画の改正

を踏まえ、新たに課せられた責務に対応するため、放医研の防災業務

計画を改正（平成 25年 3月）し、体制等を整備している。 

・さらに国内外の原子力災害に対応するための組織であるREMAT(緊急被

ばく医療支援チーム)について、患者対応、緊急被ばく医療体制の整備

等に係る業務の増加等を踏まえ、専任職員を配置するとともに、その位

置付けを組織規程等でより明確にした（平成 25年 3月）。 

・なお、放医研の緊急時に役職員への連絡、参集等を行うため、緊急時連

絡網を作成し、随時更新している。 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災の復旧・復興事業の増加や

国の方針等を踏まえて、事務処理体制に

ついても適宜、適切な人員配置を図った

か。 

・東日本大震災復旧・復興事業の本格化を踏まえ、長期的・組織的な対応

を図るため、臨時的に設けていた東電福島原発災害対策室等を整理し、

平成 24年 5 月に福島復興支援本部を組織し適切な人員配置を行った。 

・外国人の研究者数、女性研究者数、若手研

究者数の拡大を図るための環境整備を引

き続き進めたか。 

・外国人の研究者数、女性研究者数、若手研究者数の拡大を図るための

環境整備を以下のとおり進めた。 

・外国人研究者拡充の一環として、研究職員（短時間含む）の公募に際し

ては国際公募（和文・英文同時）を引き続き徹底した。 

・外国人研究者が勤務しやすい環境の整備を目的に、平成 24年 4月から

英語版ホームページの更新頻度を上げた。また、第 3 期中期目標、中

期計画の英訳版を平成 24 年 6 月から内部向けホームページ上に掲示

した。 

・今後の研究所の国際化、外国機関との連携強化等を図る観点から、外

部講師を招き「研究所の国際化対応」等について講習会を実施（平成

24 年 9 月及び同年 10 月）した。また、研究所職員を対象に TOEIC 団

体受験を実施（平成 25年 2 月）した。 

・全職員を対象に職場環境改善に向けたアンケート調査を実施し、その結

果を踏まえ、更衣室、休憩室等の設置を進めた。また、仕事と家庭を両

立させる支援の取り組みとして、育児部分休業の要件緩和、妊娠・子育

て中の研究者の支援要員助成等の方策について検討を進めた（平成

25年度より実施）。 

・外部講師を招聘してキャリア支援セミナーを開催（平成 24年 7月）した。 

・なお、外国人研究者、女性研究者、若手研究者の雇用を促進しており、

平成 24 年度に外国人研究者 6 名、女性研究者 13 名、若手研究者 26

名を新規採用した。全体割合（平成 24 年度延べ)は、外国人研究者
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9.2％ (7.8％ )、女性研究者 26.7％ (24.8％ )、若手研究者 35.2％

(34.4％)。( )内は平成 23年度実績。 

・平成 23 年度に導入したテニュアトラック制

度の定着を図るとともに、テニュアトラック

から定年制移行に向けた環境整備を進め

たか。 

・平成 23 年度に引き続き、テニュアトラックの募集、審査選考を実施し、平

成 25年 4月から 4名の任用（複数年雇用）を内定した。 

・労働契約法の改正に伴い、任期制に関する規程類の見直しを行った。こ

れに伴いテニュアトラック制度も抜本的見直しの必要があることから、行

うこととしていた環境整備についてもこれにあわせて検討することとし

た。 

・各職種の特質に合わせた個人業績評価の

実施に引き続き取り組み、その結果を処遇

に的確に反映させたか。 

・各職種の特質に合わせて実施した平成 23 年度の個人業績評価の結果

を平成 24年度の契約更新（任期制）、昇給及び勤勉手当等（定年制）の

処遇に的確に反映した。 

・また、組織・人事委員会で所属組織外からの評価を反映させる方法につ

いて検討を進めている。 

・職員の職務等に応じた多様な職員研修の

実施を推進し、職員の資質と労働安全衛

生の一層の向上に努めたか。 

・職員の資質向上等を図る観点から、職務等に応じた多様な職員研修を

以下のとおり実施した。 

・初任者研修（平成 24 年 4 月）、英語研修（中級レベル、平成 24 年 11月

～平成 25 年 3 月）、管理職マネジメント研修（平成 25 年 2 月）、キャリ

ア支援セミナー（平成 24 年 7 月）等のほか、国際化対応のための講習

会（平成 24年 9月及同年 10月）、ＴＯＥＩＣ団体受験（平成 25年 2月）、

若手事務職員勉強会（平成 24年 11月～12 月）、等を実施した。 

・また、中央労働災害防止協会主催「メンタルヘルス職場復帰支援セミナ

ー」（平成24年11月）、認定看護師教育課程（平成24年6月～12月）、

財務省会計研修（平成 24年 10月～11月）等の外部研修会に職員を参

加させた。（安全衛生についてはⅡ．３のリスク管理の項も参照） 

・メンターを 20人、任命した（平成 25 年 3 月現在）。 
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Ⅷ－３ 中期目標期間を超える債務負担 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標期間を超える債務負担については、研究基盤の整備等が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び

資金計画への影響を勘案し合理的と判断されるものについて行う。 H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P122 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【中期目標期間を超える債務負担】 

・  中期目標期間を超える債務負担は有る

か。有る場合は、その理由は適切か。 

 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

中期目標期間を超える債務負担について

は、研究基盤の整備等が中期目標期間を超

える場合で、当該債務負担行為の必要性及

び資金計画への影響を勘案し合理的と判断

されるものについて行う。 

 

【中期目標期間を超える債務負担とその理由】 

平成 24年度は 

・小動物用高感度 SPECT/CT 装置賃貸借（～H30.2.28） 

・診療系基幹サーバ賃貸借（～H30.3.31） 

について中期目標期間を超える債務負担の必要性及び資金計画への影

響を勘案し合理的と判断し契約を締結した。 

中期目標期間を超える債務負担行為は適切であり、問題

ないことを確認した。 
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Ⅷ－４ 積立金の使途 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

前期中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の承認を受けた金額については、独立行政法人放射線医

学総合研究所法に定める業務の財源に充てる。 H２３ H２４ H２５ H２６ 

Ａ Ａ   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P123 

 

評価基準 実績 分析・評価 

【積立金の使途】 

・ 積立金の支出は有るか。有る場合は、その

使途は中期計画と整合しているか。 

 

≪平成 24 年度 年度計画≫ 

前期中期目標期間の最終年度における積立

金残高のうち、文部科学大臣の承認を受けた

金額については、独立行政法人放射線医学

総合研究所法に定める業務の財源に充て

る。 

 

【積立金の支出の有無及びその使途】 

・前期中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、文部科学大

臣の承認を受けた金額については、期間経過による前渡金、前払費

用、減価償却費等の費用化として適正に処理を行った。 

積立金の使途については計画どおり実施されており、問

題ないことを確認した。 
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IX 【特記事項】 東京電力福島第一原子力発電所事故復興・復旧への対応 【評定】 

A 
 

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の環境動態およびその健康への影響評価などについては、放射線の人体

への影響、放射線による人体の障害の予防等に関する研究開発を総合的に行う研究所としての役割を果たすべく、様々な取り組み

が必要となる。こうした社会の要請に応えるべく、福島復興特別会計により措置された事業について、適切に取り組む。 

（「Ⅰ．４．５．国の政策や方針、社会的ニーズへの対応」の中期目標・中期計画にも位置づけられる業務であるが、東日本大震災復

興特別会計により予算措置された事業の重要性に鑑み、本項目に特記してその実績を評価する。） 

H２３ H２４ H２５ H２６ 

（S） （A）   

実績報告書等 参照箇所 

平成 24年度 業務実績報告書 P85-P89 

 

評価基準 実績 分析・評価 

・東電福島第一原子力発電所周辺住民にお

ける長期被ばくの影響とその低減化に関する

研究が適切に行われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 概要 

 長期低線量被ばく影響：長期に亘る低線量・低線量率被ばくの影響

及び影響低減化のための研究に関する業務を行う。 

○小児への影響：胎児・小児期の低線量・低線量率における放射線の

線量・線量率効果係数を明らかにする。 

○影響の蓄積性：発がんに関わる組織幹細胞における放射線影響の

蓄積性を評価する。 

○リスク低減：カロリー制限等による発がんの低減効果を実証する。 

これら成果を住民等に示すと共に、放射線防護基準策定に活かす。 

 実績 

 長期低線量被ばく影響 

低線量率放射線による、特に小児に及ぼす影響の評価、低線量率

被ばくによる影響の蓄積機構の解明、放射線被ばくのリスク低減方

法の提示を目的として研究を行い以下の成果を得た。 

① 小児への影響：小児期 B6C3F1 マウスの長期低線量率照射群、及

び対照として一回･分割照射群の設定を開始した。小児期 SD ラット

並びに Ptch1+/-マウスの低線量率及び急照射の群を設定し、飼育

観察中である。 

② 影響の蓄積性：ラット乳腺幹細胞活性の評価法、皮膚の毛隆起幹

細胞の放射線影響の評価法（毛の形質を指標）を確立した。 

③ リスク低減： 

・抗酸化物質による放射線誘発がんに対する低減効果を検証する目

的で、雌雄 C3HB6F1ApcMin/+マウスに、照射と抗酸化剤（レスベラト

ロール）の投与を開始した。 

・カロリー制限による放射線誘発がんに対する低減効果の実験にお

東京電力福島第一原子力発電所周辺住民における長期

被ばくの影響とその低減化及び原発事故に伴う復旧作業者

等の健康管理について、地元だけではなく、日本全体が注

視しているところであるが、着実に計画が実施され、計画は

達成されている。 

低線量被ばく影響研究において、これまで蓄積してきたデ

ータを活用しながら、新たなデータを加えて長期被ばくの研

究を進めてきたことは意義深く、着実に成果が挙がってい

る。 

長期被ばくという観点から取り組んでいるが、被ばくだけ

ではなく、様々な要因で健康への影響が生じると考えられ、

被ばくなどの影響をきちんと抽出し人間への適応をどのよう

にするのか難しい面もあるが、必要な研究であり、データも

補完するものとして活用しつつ基礎的な研究として長期的に

進めてもらいたい。 

環境動態影響研究について適切に行われているが、サン

プルの採取とストックの体制強化を期待する。 

被ばく影響データベースには、なるべく多くの関係者のデ

ータを含むべきであるが、情報のアーカイブ化を行うなど取

組は評価でき、今後積極的な活用について集計していくこと

を期待する。データの公表については、しっかり精査した上

で公表すべきである。 
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・東電福島第一原子力発電所事故に伴う復

旧作業員等の健康に関する追跡調査が適切

に行われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて、照射完了のマウス（B6C3F1）をカロリー制限食餌下で飼育観

察。 

 

 

 概要 

 環境動態・影響：人まわりの自然環境に生息する種々の生物が長

期間にわたって受ける被ばく線量を推定すると共に、放射線の生物

影響の有無をいくつかの生物指標で検定し、人まわりの自然環境の

健全性について検証する。 

 実績 

 環境動態・影響： 

①人を取り巻く環境の影響に関する調査 

・環境への影響調査：線量が高い警戒区域内と計画的避難区域内に

対象エリアを決定して試料採取を実施（ネズミ、サンショウウオ、メダ

カ、スギ・マツ等を重点的に捕獲採取）。同試料の放射能測定を実

施すると共に、影響評価手法として、ネズミでは C-Band 法による染

色体異常試験を開始した。 

・サンショウウオの長期被ばくの特徴解明のため、実験室内での照

射と飼育観察を開始した。 

・環境動態研究棟（仮称）について関連部門と連携しながら調整を行

い、平成 25年度の竣工と合わせて研究利用ができるように設備等

の整備に向けた設計、選定、購入準備をすすめた。 

 

 概要 

 健康影響調査：東電福島第一原発の事故に関し、復旧作業等に従

事されている方々の健康影響調査事業に関する業務を行う。 

○復旧作業員健康追跡調査：事故復旧作業員の被ばく線量と健康に

関する情報を収集し、線量と健康影響の関係を解析し、作業員やそ

の所属機関、並びに国内外の規制機関に情報提供する。 

 実績 

 健康影響調査： 

①復旧作業員健康追跡調査 

・東電福島第1原発事故発災に際して、緊急作業にあたった自衛隊、

警察、消防の各関係者に調査協力を依頼した。 

・関係する一部機関と協定を締結するとともに、協力者の被ばく線量
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・原子力発電所事故に伴う被ばく医療従事者

に対する人材育成業務が適切に行われてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

や健康に関する情報を得た。 

・データベース(DB)について、認証機能強化を基にした、セキュリティ

ーレベル向上のための設計を行った。 

 

 人材育成 

 東日本大震災の復旧・復興に係わる医療従事者等に対する人材

育成として以下について実施した。（人材育成業務の項にも掲載） 

・NIRS放射線事故初動セミナー１回（22人、10月） 

・NIRS被ばく医療セミナー２回（37人、11月； 31人、1月） 

・自治体職員向け放射線基礎コース(30 人、11月) 

・教員向け放射線基礎コース（9人、3月） 

・即応可能な専門家人材のプール、将来を担う人材育成として、染

色体異常解析線量評価セミナー2回（9名、10月；19名、3月） 

 

 


